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序カ
ー
ル
大
帝
（
七
六
八
―
八
一
四
）
は
四
六
年
の
治
世
で
一
六

四
通
の
国
王
証
書
を
残
し
て
い
る
（
1
）
。
そ
れ
ら
の
証
書
の
イ
ン
テ
ィ

ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
（
2
）
は
王
の
地
位
と
と
も
に
変
化
し
、
王
位
に
就
い
た

当
初
は
「
神
の
恩
寵
に
よ
る
フ
ラ
ン
ク
人
の
王
に
し
て
貴
顕
の
士

カ
ー
ル
（C

arolus
gratia

deirex
Francorum

vir
inluster

）」

だ
っ
た
の
が
、
七
七
四
年
六
月
に
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
王
国
を
征
服
し

た
後
は
「
神
の
恩
寵
に
よ
る
フ
ラ
ン
ク
人
と
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
の

王
（C

arolus
gratia

dei
rex

Francorum
et

Langobar-

dorum

）」
と
変
わ
り
、
さ
ら
に
そ
の
一
カ
月
後
に
は
そ
れ
に

「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
（patricius

R
om

anorum

）」
が

加
わ
り
「
神
の
恩
寵
に
よ
る
フ
ラ
ン
ク
人
と
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
の

王
に
し
て
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
と
な
る
。
こ
の
新
し
い

イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
は
以
後
皇
帝
に
戴
冠
さ
れ
る
八
〇
〇
年

ま
で
の
基
本
形
と
な
る
が
、
す
ぐ
に
定
型
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
初
め
て
国
王
証
書
に
現
れ
て
か
ら
完
全
に
定
着
す
る
ま
で
に

約
二
年
の
歳
月
を
要
し
て
い
る
。

「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
と
い
う
表
現
は
、
八
世
紀
の

教
皇
が
初
期
の
カ
ロ
リ
ン
グ
君
主
に
送
っ
た
書
状
の
宛
名
部
で
用

い
た
呼
称
で
、
七
五
五
年
に
教
皇
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
二
世
が
ピ
ピ
ン

三
世
、
カ
ー
ル
大
帝
、
カ
ー
ル
マ
ン
に
贈
っ
た
の
が
最
初
で
あ
る
（
3
）
。

以
後
、
パ
ウ
ロ
一
世
、
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
三
世
、
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
一

世
と
続
く
教
皇
が
常
套
句
と
し
て
用
い
て
き
た
。
教
皇
が
こ
の
名

称
を
彼
ら
に
対
す
る
宛
名
と
し
て
採
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

そ
の
採
用
の
意
図
を
め
ぐ
り
、
起
源
な
ら
び
に
そ
の
意
味
と
合
わ

せ
て
今
日
ま
で
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
（
4
）
。
な
か
で
も
「
ロ

ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
実
に
多
く
の
研

カ
ー
ル
大
帝
に
よ
る

「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
称
号
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

真

川

明

美

カ
ー
ル
大
帝
に
よ
る
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
称
号
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

四
三
（
二
三
九
）



究
が
な
さ
れ
て
き
た
（
5
）
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
研
究
の
多
く
は
「
ロ

ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
の
意
味
と
そ
れ
が
教
皇
に
よ
っ
て
授

与
さ
れ
た
こ
と
に
議
論
の
中
心
が
置
か
れ
、
カ
ロ
リ
ン
グ
君
主
が

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
の
か
を
論
じ
た
研
究
は
ま
だ
十
分

と
は
言
え
な
い
。

本
稿
は
そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ

ス
」
を
授
与
さ
れ
た
カ
ロ
リ
ン
グ
君
主
が
こ
の
称
号
を
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
た
の
か
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
そ
れ

に
よ
り
フ
ラ
ン
ク
王
の
「
ロ
ー
マ
教
会
」
に
対
す
る
認
識
の
変
化

を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
こ
の
称
号
は
ピ
ピ
ン
三
世

と
カ
ー
ル
マ
ン
と
カ
ー
ル
大
帝
の
三
人
に
贈
ら
れ
た
称
号
で
あ
る
。

し
か
し
、
前
二
者
は
そ
れ
を
名
乗
る
こ
と
は
な
く
、
採
用
し
た
の

は
カ
ー
ル
大
帝
の
み
で
あ
る
。
カ
ー
ル
大
帝
は
教
皇
か
ら
の
要
請

に
応
え
、
七
七
四
年
、
教
会
に
脅
威
を
与
え
て
い
た
ラ
ン
ゴ
バ
ル

ド
王
国
を
征
服
す
る
。
こ
の
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
征
服
は
「
脅
威
の
排

除
」
と
い
う
「
一
過
性
」
の
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
、
国
王
証
書

に
「
フ
ラ
ン
ク
人
と
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
の
王
」
と
並
べ
て
「
ロ
ー

マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
と
記
し
た
こ
と
は
、「
教
皇
と
の
約

束
」
を
果
た
し
た
証
と
い
う
だ
け
で
な
く
、「
持
続
的
」
に
ロ
ー

マ
人
に
対
す
る
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
了
承
し
た
証
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ク
君
主
と
証
書
の
受
領
者
の
み

な
ら
ず
ロ
ー
マ
教
皇
お
よ
び
ロ
ー
マ
人
と
の
関
係
が
新
た
な
段
階

に
入
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
一
部
で
は
、
三
人
の
カ
ロ
リ
ン

グ
君
主
（
ピ
ピ
ン
三
世
、
カ
ー
ル
マ
ン
、
カ
ー
ル
大
帝
）
が
国
王

証
書
の
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
で
ど
の
よ
う
に
名
乗
っ
た
の
か

を
比
較
し
、
フ
ラ
ン
ク
君
主
の
自
己
認
識
の
変
化
を
た
ど
る
。
第

二
部
で
は
、
教
皇
が
カ
ロ
リ
ン
グ
君
主
に
与
え
た
こ
の
称
号
が
具

体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
「
パ
ト
リ

キ
ウ
ス
」
の
起
源
に
遡
り
、
そ
れ
が
扱
わ
れ
て
き
た
過
程
を
検
討

す
る
。
第
三
部
で
は
、「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
を
採
用

し
な
か
っ
た
ピ
ピ
ン
三
世
と
採
用
し
た
カ
ー
ル
大
帝
を
比
較
し
、

こ
の
称
号
が
カ
ー
ル
大
帝
の
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
に
定
着
す

る
に
至
っ
た
理
由
を
探
る
。

一

ピ
ピ
ン
三
世
・
カ
ー
ル
マ
ン
・
カ
ー
ル
大
帝
の
国

王
証
書
の
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ

カ
ロ
リ
ン
グ
初
期
の
王
が
発
給
し
た
証
書
は
、
モ
ヌ
メ
ン
タ
・

ゲ
ル
マ
ニ
ア
エ
・
ヒ
ス
ト
リ
カ
（M

G
H

）
の
証
書
部
門
か
ら
刊

行
さ
れ
て
い
る
（
6
）
。
こ
こ
に
は
、
ピ
ピ
ン
三
世
の
名
に
よ
る
も
の
が

四
二
通
（
証
書
一
―
四
二
番
）、
息
子
の
カ
ー
ル
マ
ン
の
名
に
よ

る
も
の
が
十
二
通
（
証
書
四
三
―
五
四
番
）、
カ
ー
ル
大
帝
の
名

に
よ
る
も
の
が
二
六
二
通
（
証
書
五
五
―
三
一
六
番
（
7
）
）
収
め
ら
れ

史

学

第
八
六
巻

第
三
号

四
四
（
二
四
〇
）



て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
ピ
ピ
ン
三
世
に
関
し
て
は
、
原
本
六
通
を

含
む
三
〇
通
は
、
証
書
全
体
も
し
く
は
そ
の
核
と
な
る
部
分
が
真

正
文
書
、
十
二
通
が
偽
造
文
書
と
さ
れ
る
。
カ
ー
ル
マ
ン
の
場
合

は
十
二
通
の
う
ち
、
加
筆
・
修
正
さ
れ
た
一
通
を
含
む
六
通
が
原

本
あ
る
い
は
写
し
で
、
残
り
が
偽
造
文
書
と
な
る
。
カ
ー
ル
大
帝

は
、
二
六
二
通
の
う
ち
四
一
通
が
原
本
、
一
通
が
原
本
の
草
案
、

一
二
二
通
が
写
し
（
加
筆
・
修
正
を
含
む
）、
九
八
通
が
偽
造
文

書
で
あ
る
（
8
）
。
こ
れ
ら
の
国
王
証
書
の
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
で

カ
ー
ル
大
帝
の
も
の
に
は
ピ
ピ
ン
三
世
の
そ
れ
と
決
定
的
に
異
な

る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
神
の
恩
寵
に
よ
る
」
と
い
う
補
語
と

「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
と
い
う
新
た
な
肩
書
が
加
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
三
人
の
国
王
証
書
の
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ

テ
ィ
オ
は
次
の
四
つ
の
型
に
分
類
で
き
る
。
基
本
要
素
は
個
人

名
�（
例
）Pippinus

、
王
の
称
号（
職
務
）�rex

Francorum

、

名
誉
称
号（
地
位
）�vir
inluster

の
三
つ
で
あ
る
。

タ
イ
プ
１

個
人
名

rex
Francorum

vir
inluster

タ
イ
プ
２

個
人
名

gratia
D

ei
rex

Francorum
vir

in-

luster

タ
イ
プ
３

個
人
名

gratia
D

ei
rex

Francorum
et

Lan-

gobardorum

（vir
inluster

）

タ
イ
プ
４

個
人
名

gratia
D

ei
rex

Francorum
et

Lan-

gobardorum
ac

patricius
R

om
anorum

（vir

inluster

）

な
お
、
本
稿
は
カ
ー
ル
大
帝
が
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ

ス
」
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
主
題
と
し
て
い
る
の
で
、
皇

帝
に
戴
冠
さ
れ
た
八
〇
〇
年
以
降
の
証
書
に
つ
い
て
は
取
り
扱
わ

な
い
。

﹇
タ
イ
プ
１
﹈

ピ
ピ
ン
三
世
の
証
書
三
〇
通
の
う
ち
二
七
通
が
こ
の
型
で
あ
る

（‘rex
Francorum

’

と‘vir
inluster’

の
語
順
が
入
れ
替
わ
っ
た

も
の
も
含
む
）。
残
り
の
う
ち
二
通
は
こ
の
型
に
「
神
の
恩
寵
に

よ
る
」
が
追
加
さ
れ
た
タ
イ
プ
２
（
二
四
、
二
八
番
）
で
、
最
後

の
一
通
は
似
た
意
味
の
「
神
の
慈
悲
に
よ
る
（ordinante

dei

clem
entia

）」
が
添
え
ら
れ
て
い
る
（
十
五
番
）。
カ
ー
ル
マ
ン

の
場
合
は
二
通
（
四
三
、
四
四
番
）
が
こ
の
形
式
で
、
カ
ー
ル
大

帝
の
場
合
は
初
期
の
四
通
（
五
七
、
五
八
、
六
一
、
七
〇
番
）
の

み
で
あ
る
。
こ
の
型
は
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
君
主
が
名
乗
っ
た
「
フ

ラ
ン
ク
人
の
王
」
に
、
カ
ー
ル
大
帝
の
先
祖
の
ア
ル
ヌ
ル
フ
一
族

が
用
い
た
「
貴
顕
の
士
（vir

inluster

）」
を
加
え
創
り
出
さ
れ

た
独
自
の
も
の
と
さ
れ
る
（
9
）
。

﹇
タ
イ
プ
２
﹈

カ
ー
ル
マ
ン
は
在
任
期
間
三
年
と
短
く
、
伝
え
ら
れ
る
証
書
の

カ
ー
ル
大
帝
に
よ
る
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
称
号
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

四
五
（
二
四
一
）



数
も
少
な
い
。
原
本
と
さ
れ
る
六
通
の
う
ち
、
タ
イ
プ
１
の
二
通

を
除
く
残
り
四
通
（
四
五
―
四
七
、
四
九
番
）
が
こ
の
型
で
あ
る
。

カ
ー
ル
大
帝
の
場
合
は
、
七
七
四
年
に
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
王
国
を
征

服
す
る
直
前
の
証
書
七
九
番
ま
で
の
タ
イ
プ
１
を
除
い
た
残
り
と
、

八
五
番
が
こ
の
形
式
で
あ
る
。

﹇
タ
イ
プ
３
﹈

こ
れ
は
新
た
に
制
圧
し
た
集
団
を
従
来
の
支
配
集
団
に
吸
収
せ

ず
併
記
し
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
王
に
は
稀
な
形
式
で
あ
る
。
こ
の

型
が
最
初
に
現
わ
れ
る
の
は
証
書
八
〇
番
で
、
最
後
は
一
一
〇
番

で
あ
る
。
こ
の
間
発
行
さ
れ
た
証
書
三
一
通
（
延
べ
数
三
二
（
10
）
）
の

う
ち
、
タ
イ
プ
３
が
十
九
、
タ
イ
プ
４
が
十
二
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
期
間
を
タ
イ
プ
４
へ
の
移
行
期
と
す
る
。

﹇
タ
イ
プ
４
﹈

こ
の
形
式
は
七
七
六
年
以
降
、
八
〇
〇
年
の
皇
帝
戴
冠
直
後

（
証
書
一
一
一
―
一
九
六
番
）
ま
で
、
わ
ず
か
の
例
外
（
11
）
を
除
き
定

型
と
な
る
。

カ
ロ
リ
ン
グ
君
主
の
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
は
そ
の
版
図
の

拡
張
に
伴
い
、
上
記
の
よ
う
に
新
た
な
肩
書
を
加
え
変
更
さ
れ
て

き
た
。
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
も
共
通
す
る
の
は
、
王
で
あ
れ
、
パ

ト
リ
キ
ウ
ス
で
あ
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
集
団
に
対
し
て
の
も

の
で
あ
る
か
を
明
記
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
最
初
は
「
フ
ラ
ン
ク

人
の
」、
そ
こ
へ
「
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
の
」
が
加
わ
り
、
最
後
は

「
ロ
ー
マ
人
の
」
が
付
け
加
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
支
配
者

（
保
護
者
）
と
被
支
配
者
（
被
保
護
者
）
が
一
目
瞭
然
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
統
治
す
る
者
だ
け
で
な
く
、
統
治
さ
れ
る
者
も
明
示

さ
れ
る
の
は
、
後
者
が
前
者
の
「
権
威
の
創
出
」
に
不
可
欠
な
要

素
だ
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
12
）
。
王
位
を
主
張
す
る
者
は
「
王
」
と

名
乗
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
信
頼
に
足
る
軍
事
力
を
備
え
、
そ

の
集
団
の
有
力
者
と
臣
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
初
め
て
「
王
」
た

り
え
る
（
13
）
。
一
方
、
臣
下
と
な
る
（
統
治
さ
れ
る
）
者
も
、
集
団
名

が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
と
王
と
の
関
係
を
確
認
で
き
た
（
14
）
。

イ
ル
ダ
ー
ル
・
Ｈ
・
ガ
リ
プ
ツ
ァ
ノ
フ
は
「
フ
ラ
ン
ク
人
」
と
示

す
こ
と
で
、
彼
ら
が
「
選
ば
れ
た
民
」
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
に
課
せ
ら
れ
た
軍
事
的
な
義
務
と
カ
ロ

リ
ン
グ
君
主
の
軍
人
と
し
て
の
特
性
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
仕
掛
け

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
（
15
）
。「
フ
ラ
ン
ク
人
の
王
」
が
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
期
の
六
世
紀
か
ら
で
（
16
）
、
ピ
ピ

ン
三
世
が
そ
れ
を
継
承
し
、
カ
ー
ル
マ
ン
も
カ
ー
ル
大
帝
も
そ
れ

に
倣
っ
た
。
王
位
へ
の
昇
進
を
正
当
な
も
の
と
み
な
さ
れ
た
い
カ

ロ
リ
ン
グ
君
主
と
し
て
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
伝
統

も
タ
イ
プ
３
で
絶
た
れ
る
。
二
つ
の
民
族
名
を
併
記
し
、
対
等
な

「
民
」
と
し
て
扱
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
従
来
の
フ
ラ
ン
ク

史
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的
政
治
と
の
決
別
で
あ
っ
た
（
17
）
。
同
時
に
、
新
し
く
併
合
し
た
土
地

の
聖
俗
支
配
者
層
（
エ
リ
ー
ト
）
の
忠
誠
心
を
勝
ち
取
る
た
め
に

必
要
な
措
置
で
も
あ
っ
た
（
18
）
。

二
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」

こ
こ
で
は
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
誕
生
の
経
緯
を
た

ど
る
。「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
の
具
体
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
が
、
こ
の
文
言
が
称
号
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

当
初
、
そ
れ
を
「
授
与
」
で
き
た
の
は
皇
帝
の
み
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
教
皇
に
よ
る
フ
ラ
ン
ク
王
へ
の
こ
の
称
号
の
授
与
は
、

皇
帝
に
対
す
る
明
ら
か
な
侵
犯
行
為
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
（
19
）
。

�
「
ロ
ー
マ
人
」
と
は
誰
か

ま
ず
「
ロ
ー
マ
人
」
と
は
誰
な
の
か
を
定
義
し
て
お
き
た
い
。

「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
は
教
皇
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の

な
の
で
、
教
皇
が
書
簡
の
な
か
で
度
々
言
及
し
て
い
る
「
聖
ペ
テ

ロ
の
民
（peculiaris

populus
beatiPetri

）」、
つ
ま
り
教
皇
が

主
張
す
る
「
教
会
の
土
地
」
に
住
み
、
彼
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
、

保
護
さ
れ
、
指
導
さ
れ
る
民
と
解
す
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
、
単
に
ロ
ー
マ
市
お
よ
び
周
辺
地
域
に
住
む
者
だ
け
で
な
く
、

後
に
「
教
会
国
家
（res

publica
R

om
anorum

）」
と
な
る
イ
タ

リ
ア
半
島
中
部
に
住
む
人
々
す
べ
て
を
含
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
教
皇
が
言
う
「
ロ
ー
マ
人
」
に
半
島
の
外
に

住
む
人
々
が
含
ま
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
認
識
は
一

人
教
皇
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
ク
レ
メ
ン
ス
・
ガ
ン
ト
ナ
ー
に

よ
れ
ば
、
シ
リ
ア
語
と
ラ
テ
ン
語
の
話
し
手
は
、
帝
国
の
中
心
に

住
む
人
々
を
ロ
ー
マ
人
で
は
な
く
「
ギ
リ
シ
ャ
人
」
と
識
別
し
て

い
た
と
い
う
（
20
）
。
一
方
、
そ
の
ギ
リ
シ
ャ
人
は
「
自
身
を
『
ロ
ー
マ

人
』
と
呼
ぶ
こ
と
を
好
み
、
そ
の
こ
と
に
誇
り
す
ら
覚
え
て
い

た
（
21
）」。
帝
国
臣
民
の
自
己
認
識
が
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
す
る
な

ら
ば
、
教
皇
が
フ
ラ
ン
ク
王
に
与
え
た
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
だ
け

で
な
く
「
ロ
ー
マ
人
」
も
皇
帝
に
と
っ
て
問
題
の
あ
る
表
現
で
あ

る
。�

「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
の
起
源
と
そ
の
変
遷

「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
の
起
源
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
一
世

（
在
位
三
〇
六
―
三
七
）
が
「
名
誉
」
職
と
し
て
帝
国
の
位
階
に

組
み
込
ん
だ
こ
と
に
遡
る
。
そ
の
時
か
ら
当
該
の
こ
の
時
代
ま
で
、

こ
の
称
号
は
「
名
誉
称
号
」、「
特
別
な
誉
れ
」
と
み
な
さ
れ
た
が
、

実
体
を
伴
う
位
階
と
し
て
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
称
号
を
付

与
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
実
在
の
高
位
高
官
の
よ
う
に
裁
判
権

を
伴
う
職
位
に
就
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
称
号
を

カ
ー
ル
大
帝
に
よ
る
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
称
号
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

四
七
（
二
四
三
）



誰
に
与
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
皇
帝
の
自
由
裁
量
だ
っ
た
。
こ
の

名
誉
称
号
は
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
民
の
み
な
ら
ず
、
異
国
の
有
力
者

た
ち
に
も
彼
ら
を
一
般
の
異
国
人
か
ら
区
別
す
る
と
い
う
目
的
か

ら
授
け
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
ク
ロ
ア
チ
ア
・
ダ
ル
マ
チ
ア
王
ク
レ

ジ
ミ
ー
ル
（K

resim
ir

）
三
世
の
妻
は
「
パ
ト
リ
キ
ッ
サ
」
と

「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
の
女
性
形
で
呼
ば
れ
て
い
る
（
22
）
。
ま
た
、
カ
ー

ル
大
帝
に
追
わ
れ
て
七
七
四
年
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に

逃
亡
し
た
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
王
デ
シ
デ
リ
ウ
ス
の
息
子
ア
ダ
ル
ギ
ス

も
こ
の
称
号
を
受
け
て
い
る
（
23
）
。
ガ
ン
ス
ホ
ー
フ
に
よ
れ
ば
、
こ
の

称
号
は
、
皇
帝
と
服
従
関
係
に
あ
る
「
未
開
人
」
の
長
と
の
関
係

構
築
の
た
め
に
創
り
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
（
24
）
。

こ
う
し
た
授
与
を
「
一
般
的
な
意
味
」
の
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」

と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
と
は
異
な
る
「
特
別
な
意
味
」
の
「
パ
ト

リ
キ
ウ
ス
」が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
イ
タ
リ
ア
で‘m

agister
m

ili-

tum
’

と
結
び
つ
き
発
展
し
た
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
で
あ
る
。
ヴ

ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
エ
ン
ス
リ
ン
ス
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
五

世
紀
、
イ
タ
リ
ア
半
島
で
『
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
』
は
皇
帝
に
次
ぐ
軍

の
最
高
司
令
官
と
い
う
意
味
を
帯
び
、
西
ロ
ー
マ
帝
国
末
期
の
ロ

ー
マ
化
し
た
ゲ
ル
マ
ン
人
将
軍
ア
エ
テ
ィ
ウ
ス
（A

etius

�
三
九

一
―
四
五
四
）
や
リ
キ
メ
ー
ル
（R

icim
er

�
四
〇
五
―
七
二
）

の
時
代
に
は
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
は
副
皇
帝
と
同
等
と
さ
れ
た
。
同
じ

意
味
は
オ
ド
ア
ケ
ル
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
に
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か

し
、
東
ゴ
ー
ト
の
テ
オ
ド
リ
ッ
ク
に
よ
る
オ
ド
ア
ケ
ル
暗
殺
に
よ

り
こ
の
称
号
は
い
っ
た
ん
姿
を
消
す
。
そ
し
て
、
彼
の
死
後
、‘pa-

tricius
praesentalis’

と
い
う
形
と
な
っ
て
再
び
姿
を
現
し
た
。

こ
の
特
別
な
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
は
イ
タ
リ
ア
人
に
忘
れ
え
ぬ
記

憶
と
な
り
、
東
ゴ
ー
ト
王
国
が
滅
び
、
皇
帝
が
再
び
こ
の
称
号
の

付
与
権
を
獲
得
す
る
と
、
民
衆
と
軍
の
指
揮
権
は
一
つ
に
統
合
さ

れ
る
。
そ
の
結
果
、
イ
タ
リ
ア
に
総
督
府
を
設
置
し
た
と
き
、
総

督
は
『
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
』
の
継
承
者
と
な
っ
た
（
25
）
」。
つ
ま
り
、
コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
一
世
が
採
用
し
た
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
と
イ

タ
リ
ア
半
島
で
広
ま
っ
た
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
の
意
味
は
別
な
も

の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

イ
タ
リ
ア
に
総
督
府
が
設
置
さ
れ
た
正
確
な
時
期
は
わ
か
っ
て

い
な
い
。
総
督
（exarchus

）
と
い
う
言
葉
が
最
初
に
文
書
に
現

れ
た
の
は
、
教
皇
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
二
世
（
在
位
五
七
九
―
九
〇
）
の

五
八
四
年
一
〇
月
四
日
付
の
手
紙
の
な
か
に
お
い
て
で
あ
る
（
26
）
。
最

初
の
総
督
は
軍
司
令
官
ナ
ル
セ
ス
（N

arses
m

agister
m

ilitum
,

四
七
八
―
五
七
三
）
と
さ
れ
る
（
27
）
。「
軍
司
令
官
（m

agister
m

ili-

tum
）」
と
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
時
代
に
帝
国
の
要
職
に

あ
る
者
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
役
職
名
で
あ
る
。
そ
の
頃
、

こ
の
名
を
与
え
ら
れ
て
い
た
者
は
帝
国
全
体
で
八
名
に
す
ぎ
な
か

史
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っ
た
（
28
）
。
し
か
し
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
そ
の
価
値
は
公

（dux
）
と
同
程
度
と
な
っ
た
。
ナ
ル
セ
ス
の
時
代
に
こ
の
役
職

が
ど
の
程
度
の
価
値
を
持
っ
て
い
た
の
か
不
明
だ
が
、
同
時
代
の

詩
人
兼
歴
史
家
の
ア
ガ
テ
ィ
ア
ス
（
五
三
〇
―
八
二
）
や
歴
史
家

の
プ
ロ
コ
ピ
ウ
ス
（
五
〇
〇
？
―
六
五
？
）
は
彼
を
「
ロ
ー
マ
軍

の
司
令
官
」
と
呼
ん
だ
だ
け
だ
が
、
教
皇
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
一
世
（
在

位
五
五
六
―
六
一
）
は
「
イ
タ
リ
ア
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
に
し
て
公

（patricius
et

dux
in

Italia
）」
と
呼
ん
で
い
る
（
29
）
。
時
代
が
下
り
、

「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
は
「
軍
司
令
官
」
と
同
程
度
の
敬
意
を
持
つ

語
と
認
識
さ
れ
、
帝
国
の
中
心
か
ら
離
れ
た
場
所
で
使
わ
れ
る
う

ち
に
さ
ら
に
そ
の
意
味
は
変
化
し
た
。
い
ま
や
「
パ
ト
リ
キ
ウ

ス
」
は
イ
タ
リ
ア
総
督
�
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
総
督
だ
け
に
限
定
さ
れ
た

称
号
で
は
な
か
っ
た
。
ビ
ザ
ン
ツ
領
ス
ペ
イ
ン
を
統
治
す
る
公
や

エ
ジ
プ
ト
公
、
さ
ら
に
は
シ
チ
リ
ア
総
督
も
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」

と
呼
ば
れ
た
（
30
）
。
ル
ド
・
Ｍ
・
ハ
ー
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の

総
督
が
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
だ
っ
た
（
31
）
。

「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
の
称
号
を
持
っ
た
人
物
は
、
帝
国
領
域
外

の
イ
タ
リ
ア
半
島
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
、
ブ
ル
グ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ク

王
国
北
部
で
も
見
ら
れ
る
。
イ
タ
リ
ア
半
島
で
は
、
最
初
は
ベ
ネ

ヴ
ェ
ン
ト
公
で
後
に
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
王
と
な
る
グ
リ
モ
ア
ル
ド
一

世
（
在
位
六
六
二
―
七
一
）
も
こ
の
称
号
の
保
持
者
で
あ
る
（
32
）
。
プ

ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
は
東
ゴ
ー
ト
王
国
の
テ
オ
ド
リ
ッ

ク
一
世
（
在
位
四
九
三
―
五
二
六
）
の
治
世
に
遡
る
。
五
〇
〇
年

頃
、
テ
オ
ド
リ
ッ
ク
は
オ
ド
ア
ケ
ル
の
忠
臣
だ
っ
た
一
人
の
ロ
ー

マ
人
を
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
と
呼
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
五
〇
七

年
か
ら
翌
年
に
か
け
、
ク
ロ
ヴ
ィ
ス
一
世
に
占
領
さ
れ
て
い
た
プ

ロ
ヴ
ァ
ン
ス
は
テ
オ
ド
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ク
か
ら
切
り
離

さ
れ
、
ガ
リ
ア
総
督
（praefectus

praetorio
G

alliarum

）
に

リ
ベ
リ
ウ
ス
を
指
名
す
る
。
リ
ベ
リ
ウ
ス
の
肩
書
は
「
プ
ロ
ヴ
ァ

ン
ス
総
督
に
し
て
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
（praefactus

Provinciae
et

patricius

）」
で
あ
る
。
ブ
ル
グ
ン
ド
、
ア
ウ
ス
ト
ラ
シ
ア
を
治

め
て
い
た
テ
オ
ド
リ
ッ
ク
二
世
（
在
位
五
九
三
―
六
一
三
）
の
宮

宰
プ
ロ
タ
デ
ィ
ウ
ス
（
六
〇
四
―
五
）
も
こ
の
称
号
を
持
っ
て
い

た
。
ダ
ゴ
ベ
ル
ト
一
世
（
在
位
六
二
三
―
三
九
）
の
代
に
は
リ
プ

ア
リ
ア
統
治
者
（D

ucatus
R

ibuariae

）
も
同
様
で
あ
る
（
33
）
。
六
四

一
年
に
ネ
ウ
ス
ト
リ
ア
、
六
四
二
年
に
ブ
ル
グ
ン
ド
の
宮
宰
と
な

っ
た
エ
ル
キ
ノ
ア
ル
ド
も
こ
の
称
号
の
保
持
者
で
あ
る
（
34
）
。
メ
ロ
ヴ

ィ
ン
グ
朝
の
宮
宰
だ
っ
た
カ
ー
ル
・
マ
ル
テ
ル
も
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ

ス
二
世
が
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
に
宛
て
た
書
簡
の
な
か
で
こ
の
肩

書
で
呼
ば
れ
て
い
る
（
35
）
。
そ
れ
ゆ
え
イ
ン
グ
リ
ッ
ド
・
ハ
イ
ド
リ
ッ

ヒ
は
、「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
は
、
エ
ル
キ
ノ
ア
ル
ド
以
来
、「
宮

宰
」
と
い
う
官
職
名
と
同
義
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
い

カ
ー
ル
大
帝
に
よ
る
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
称
号
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

四
九
（
二
四
五
）



る
（
36
）。
さ
ら
に
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
テ
ル
と
そ
の
異
母
兄
弟
キ
ル
デ
ブ

ラ
ン
ト
を
軍
事
支
援
し
た
ノ
ヴ
ァ
レ
ー
ザ
修
道
院
の
創
設
者
ア
ッ

ボ
も
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
37
）
。

大
陸
の
外
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
も
こ
の
称
号
は
用
い
ら
れ
た
。
マ

ー
ム
ズ
ベ
リ
修
道
院
長
ア
ル
ド
ヘ
イ
ム
の
七
〇
五
年
の
贈
与
文
書

に
は
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
・
エ
セ
ル
フ
リ
ー
ド
」、
マ
ー
シ
ア
王
エ

セ
ル
バ
ル
ド
の
七
四
二
年
の
証
書
に
は
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
・
オ
フ

ァ
」、
同
じ
く
七
四
九
年
の
証
書
に
は
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
・
ベ
ル

ク
ル
」
の
署
名
が
残
さ
れ
て
い
る
（
38
）
。「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
は
様
々

な
時
、
場
所
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
は
一
様
で
は
な
か

っ
た
。

�

誰
が
ロ
ー
マ
の
防
衛
者
か

六
世
紀
後
半
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
が
イ
タ
リ
ア
半
島
で
支
配
で
き

る
領
域
は
ロ
ー
マ
か
ら
半
島
付
け
根
の
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
へ
向
け
た
帯

状
の
中
部
地
域
と
半
島
先
端
部
、
そ
れ
に
シ
チ
リ
ア
島
だ
け
と
な

っ
て
い
た
。
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
に
は
総
督
府
が
設
置
さ
れ
、
総
督
が
配

置
さ
れ
て
い
た
が
、
ロ
ー
マ
に
は
ま
だ
ロ
ー
マ
公
（dux

R
o-

m
ae

）
も
ロ
ー
マ
公
領
（ducatum

R
om

ae

）
も
存
在
し
て
い
な

か
っ
た
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
バ
ヴ
ァ
ン
に
よ
れ
ば
、
教
皇
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
ゥ
ス
一
世
（
在
位
五
七
五
―
七
九
）
の
時
代
に
は
、
ロ
ー
マ

に
は
ま
だ
定
職
と
し
て
の
軍
事
指
導
者
は
存
在
せ
ず
、
文
民
指
導

者
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
・
パ
ム
フ
ロ
ニ
ウ
ス
（patricius

Pam
phronius

�
お
そ
ら
く
市
長
で
元
老
院
議
長
）
が
そ
の
役
を

担
っ
た
（
39
）
。
六
世
紀
の
末
頃
ま
で
に
行
政
管
理
は
市
の
長
官
に
委
ね

ら
れ
、
そ
の
傍
ら
に
は
都
市
の
防
衛
と
領
土
の
安
全
を
見
守
る

‘m
agister

m
ilitum

’

と
呼
ば
れ
る
者
た
ち
が
控
え
る
構
図
が
で

き
あ
が
っ
て
い
た
（
40
）
。
し
か
し
、
教
皇
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
二
世
が
ビ
ザ
ン

ツ
の
助
祭
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
に
手
紙
を
書
い
た
五
八
四
年
一
〇
月
四

日
時
点
で
は
ロ
ー
マ
公
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
れ
が
創
設

さ
れ
た
の
は
切
迫
し
た
教
皇
の
要
請
に
よ
っ
て
で
あ
る
（
41
）
。
そ
れ
に

よ
り
ロ
ー
マ
公
領
と
ロ
ー
マ
公
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
か

ら
の
命
で
設
置
さ
れ
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
（
在
位
五
九
〇
―
六

〇
四
）
は
就
任
時
か
ら
ロ
ー
マ
の
防
衛
部
隊
を
手
に
す
る
こ
と
が

で
き
た
（
42
）
。
そ
の
責
務
を
担
っ
た
の
は
ロ
ー
マ
公
で
あ
る
。
グ
レ
ゴ

リ
ウ
ス
一
世
は
そ
の
手
紙
の
な
か
で
彼
ら
を
「
公
」
で
は
な
く

「
軍
司
令
官
」
と
呼
ん
で
い
る
（
43
）
。
バ
ヴ
ァ
ン
は
、
六
世
紀
末
頃
か

ら
「
公
」
は
し
ば
し
ば
「
軍
司
令
官
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
こ

れ
は
驚
く
に
値
し
な
い
と
す
る
。
そ
の
理
由
を
「
総
督
府
の
創
設

後
、
中
部
イ
タ
リ
ア
に
導
入
さ
れ
た
『
公
』
は
東
ゴ
ー
ト
族
と
の

戦
い
の
後
、『
軍
司
令
官
』
の
『
威
厳
』
を
帯
び
た
の
で
は
な
い

か
」
と
説
明
す
る
。
こ
の
解
釈
は
、
先
の
「
軍
司
令
官
」
の
価
値

史
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は
「
公
」
と
同
等
と
な
っ
た
と
す
る
見
解
と
一
致
す
る
。
さ
ら
に
、

バ
ヴ
ァ
ン
は
、
同
じ
頃
か
ら
人
々
は
公
職
に
お
け
る
役
人
の
地
位

や
社
会
に
お
け
る
個
人
の
そ
れ
は
、
単
に
職
名
を
付
す
だ
け
で
は

不
十
分
で
、
そ
こ
に
任
務
の
重
要
さ
や
崇
高
さ
を
示
す
文
言
を
添

え
る
こ
と
で
、
職
名
が
表
す
以
上
の
敬
意
を
表
現
で
き
る
と
考
え

た
の
で
は
な
い
か
と
付
け
加
え
て
い
る
。
つ
ま
り
「
軍
司
令
官
」

は
「
公
」
と
等
し
い
価
値
を
も
ち
、
そ
こ
に
敬
意
を
示
す
た
め
に

「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
が
加
え
ら
れ
た
（
44
）
。

三

カ
ロ
リ
ン
グ
君
主
に
授
け
ら
れ
た
「
ロ
ー
マ
人
の

パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」

�

カ
ロ
リ
ン
グ
君
主
に
授
け
ら
れ
た
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
の

実
体

「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
は
『
カ
ロ
リ
ン
グ
書
簡
集
』

（C
odex

epistolaris
carolinus

）
の
書
簡
六
番
以
降
の
す
べ
て
の

書
簡
の
宛
名
部
に
登
場
す
る
。
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
二
世
が
最
初
に
用

い
た
こ
と
か
ら
、
ガ
リ
ア
訪
問
の
際
、
彼
が
ピ
ピ
ン
と
そ
の
息
子

に
王
と
し
て
の
塗
油
を
授
け
る
と
き
に
こ
の
称
号
も
一
緒
に
授
け

た
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
、
ス
テ
フ
ァ

ヌ
ス
二
世
は
ピ
ピ
ン
と
そ
の
後
継
者
を
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ

ウ
ス
」
に
任
命
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ビ
ザ
ン
ツ

皇
帝
が
外
国
人
に
与
え
た
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
と
同
じ
も
の
だ
っ

た
の
か
、
そ
れ
と
も
軍
事
上
の
重
職
に
あ
る
者
に
与
え
た
そ
れ
と

同
じ
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
こ
の
二
つ
と
は
ま
っ
た
く
別
な
も

の
な
の
か
。
残
念
な
こ
と
に
こ
の
文
言
は
主
文
中
で
は
「
呼
び
か

け
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
（
45
）
だ
け
な
の
で
文
脈
か
ら
意
味
を
探

る
の
は
難
し
い
。

教
皇
が
こ
の
称
号
を
フ
ラ
ン
ク
王
に
贈
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
三

つ
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
教
皇
の
独
断
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
も
の
。
し
た
が
っ
て
皇
帝
は
こ
の
授
与
に

ま
っ
た
く
関
与
し
て
い
な
い
。
二
つ
目
は
、
皇
帝
の
命
を
受
け
、

教
皇
が
実
行
し
た
と
す
る
も
の
。
最
後
は
、
教
皇
は
独
断
で
行
っ

た
が
、
ビ
ザ
ン
ツ
側
は
そ
れ
を
知
っ
た
上
で
黙
認
し
て
い
た
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

最
初
の
説
を
唱
え
る
の
は
ヨ
ゼ
フ
・
ド
ゥ
エ
で
あ
る
。
彼
は
、

ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
二
世
は
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
の
脅
威
に
際
し
、
カ
ロ
リ

ン
グ
君
主
に
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
称
号
を
独
断
的
に
授
与
」
す
る
こ

と
に
よ
り
、
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
の
特
権
を
革
命
的
に
し
て
反
逆
的
、

か
つ
不
法
に
犯
し
た
と
す
る
（
46
）
。
そ
の
結
果
、
教
皇
が
授
け
た
「
パ

ト
リ
キ
ウ
ス
」
は
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
別
物
に

な
る
。
教
皇
の
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
は
神
の
教
会
で
あ
る
ロ
ー
マ

教
会
と
そ
の
民
を
保
護
す
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

カ
ー
ル
大
帝
に
よ
る
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
称
号
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

五
一
（
二
四
七
）



ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
オ
ー
ン
ゾ
ル
ゲ
も
教
皇
の
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
は

本
来
の
も
の
と
は
異
な
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
教
皇
が
ピ

ピ
ン
ら
に
こ
の
称
号
を
与
え
た
の
は
そ
の
場
で
の
「
思
い
つ
き
」

だ
っ
た
と
主
張
す
る
（
47
）
。
七
五
四
年
に
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
が
ガ
リ
ア
を

訪
れ
た
際
、
ピ
ピ
ン
は
教
皇
と
教
会
に
対
し
友
好
関
係
を
約
す
宣

誓
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
（
48
）
。
そ
の
と
き
、
教
皇
は
こ
の
行
為
に
感
激

し
、
最
大
の
敬
意
を
も
っ
て
ピ
ピ
ン
を
「
教
会
の
防
衛
者
」、「
ロ

ー
マ
人
の
防
衛
者
」
と
讃
え
た
。
し
か
し
、
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
は

「
教
会
の
防
衛
者
」
を
ラ
テ
ン
語
で‘defensor

ecclesiae’

と
表

現
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
ロ
ー
マ
教
皇

庁
の
聖
職
位
階
の
な
か
で‘prim

icerius
defensor’

の
下
に
編

成
さ
れ
た‘notarius’

に
与
え
ら
れ
る
職
名
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
教
会
の
防
衛
者
（defensor

ecclesiae
）」、
あ
る
い
は

「
聖
な
る
神
の
教
会
の
防
衛
者
（defensor

sanctae
D

eieccle-

siae

）」
と
い
っ
た
類
似
の
言
葉
を
用
い
る
代
わ
り
に
、「
パ
ト
リ

キ
ウ
ス
」
と
い
う
称
号
を
そ
の
場
し
の
ぎ
で
借
用
し
、「
ロ
ー
マ

人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
と
い
う
造
語
を
創
り
出
し
た
（
49
）
。
し
か
し
、

「
防
衛
者
」
と
い
う
言
葉
が‘notarius’

に
の
み
使
用
が
許
さ
れ

て
い
た
と
す
る
の
は
疑
義
が
残
る
。
な
ぜ
な
ら
書
簡
の
本
文
中
で

は
ピ
ピ
ン
に
対
し
て
何
度
か
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例

え
ば
、
書
簡
一
二
、
三
二
番
の
な
か
で
パ
ウ
ロ
一
世
は
ピ
ピ
ン
に

次
の
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

書
簡
一
二
番
�《excellentissim

e
et

a
D

eo
protecte

nos-

ter
post

D
eum

auxiliator
et

defensor

rex （
50
）
》

（
卓
越
し
神
に
守
ら
れ
た
、
神
に
次
ぐ
わ
れ
ら

の
救
援
者
に
し
て
防
衛
者
な
る
王
よ
）

書
簡
三
二
番
�《Supplici

deprecatione
te,

bone
,

ortho-

doxae
rex,

quesum
us

postulantes,
ut

sis

nobis
post

D
eum

firm
us

protector
ac

de-

fensor,...

（
51
）
》

（
跪
い
て
い
る
哀
願
に
よ
っ
て
、
高
潔
に
し
て

正
統
な
王
よ
、
余
は
そ
な
た
が
神
に
次
ぐ
剛
勇

な
保
護
者
に
し
て
防
衛
者
で
あ
ら
ん
こ
と
を
強

く
願
い
求
め
て
お
り
ま
す
…
）

ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
一
世
も
何
度
か
カ
ー
ル
大
帝
を
「
防
衛
者
」
と

表
現
し
て
い
る
（
52
）
。
こ
れ
ら
を
見
る
限
り
、
必
ず
し
も
教
皇
に
フ
ラ

ン
ク
君
主
を‘defensor’

と
呼
ぶ
こ
と
に
躊
躇
い
が
あ
っ
た
よ
う

に
は
思
わ
れ
な
い
。

二
番
目
の
説
は
、
教
皇
が
ガ
リ
ア
に
赴
く
直
前
、
七
五
三
年
一

〇
月
初
旬
に
皇
帝
特
使
ヨ
ハ
ネ
ス
が
ロ
ー
マ
に
や
っ
て
き
た
こ
と

を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
53
）
。
イ
タ
リ
ア
半
島
統
一
を
悲
願
と
し

史
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て
い
た
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
王
は
七
四
〇
年
代
半
ば
か
ら
ビ
ザ
ン
ツ
領

中
部
イ
タ
リ
ア
へ
の
侵
略
を
再
び
活
発
化
さ
せ
、
自
国
領
に
近
接

す
る
諸
都
市
の
奪
取
を
試
み
て
い
た
。
七
五
一
年
に
は
ラ
ヴ
ェ
ン

ナ
を
攻
略
し
、
翌
年
に
は
ロ
ー
マ
公
領
へ
侵
攻
し
て
き
た
。
こ
う

し
た
事
態
に
教
皇
は
皇
帝
へ
繰
り
返
し
救
援
を
要
請
す
る
。
し
か

し
皇
帝
か
ら
は
何
の
支
援
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
教
皇
は

フ
ラ
ン
ク
王
に
よ
る
救
援
を
求
め
て
ガ
リ
ア
行
き
を
決
意
す
る
。

皇
帝
特
使
ヨ
ハ
ネ
ス
が
ロ
ー
マ
を
訪
れ
た
の
は
ま
さ
に
そ
の
旅
に

出
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
彼
は
「
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
王
ア
イ

ス
ト
ゥ
ル
フ
と
再
交
渉
し
、（
帝
国
か
ら
）
盗
ん
だ
も
の
（
ラ
ヴ

ェ
ン
ナ
）
を
皇
帝
に
返
還
さ
せ
よ
」
と
い
う
皇
帝
の
手
紙
を
携
え

て
い
た
。
そ
の
た
め
教
皇
は
ガ
リ
ア
へ
向
か
う
前
に
ヨ
ハ
ネ
ス
と

共
に
パ
ヴ
ィ
ア
に
赴
く
。
こ
の
過
程
で
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
授
与

の
件
が
皇
帝
の
命
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
教
皇
は
あ
の
よ
う
な
行
動

に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
説
を
支
持
す
る
の
は
フ
ラ
ン

ツ
・
デ
ル
ガ
ー
で
あ
る
。
彼
は
「『
聖
な
る
神
の
教
会
の
防
衛

者
』
と
い
う
言
葉
、
あ
る
い
は
類
似
の
言
葉
、
あ
る
い
は
特
別
な

『
王
と
し
て
の
塗
油
で
』
十
分
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
皇
帝

に
従
属
す
る
称
号
を
み
ず
か
ら
授
与
す
る
と
い
う
皇
帝
に
対
す
る

反
逆
行
為
を
教
皇
が
な
ぜ
思
い
つ
い
た
の
か
理
解
で
き
な
い
」
と

し
、
皇
帝
が
異
国
の
大
公
に
授
け
る
場
合
、
代
理
人
、
具
体
的
に

は
そ
の
国
の
高
位
聖
職
者
に
代
行
さ
せ
た
例
を
挙
げ
て
い
る
（
54
）
。
し

か
し
、
そ
れ
で
も
こ
の
説
は
い
さ
さ
か
唐
突
に
感
じ
ら
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
教
皇
が
支
援
要
請
の
た
め
に
ガ
リ
ア
に
向
か
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
ビ
ザ
ン
ツ
側
の
い
か
な
る
関
与
も
う
か
が
わ
れ
ず
、
そ

れ
以
前
に
ビ
ザ
ン
ツ
側
が
こ
の
動
き
に
通
じ
て
い
た
と
い
う
形
跡

も
な
い
か
ら
で
あ
る
（
55
）
。

三
番
目
の
教
皇
の
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
授
与
に
は
ビ
ザ
ン
ツ
側

の
暗
黙
の
了
解
が
あ
っ
た
と
す
る
説
は
、「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ

キ
ウ
ス
」
の
称
号
が
授
け
ら
れ
た
三
年
後
に
、
皇
帝
と
ピ
ピ
ン
が

友
好
関
係
協
定
を
結
ん
だ
こ
と
を
拠
り
所
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
56
）
。

つ
ま
り
、
教
皇
が
独
断
で
授
与
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ク
王

と
皇
帝
は
こ
の
よ
う
な
関
係
を
築
け
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
主
張
す

る
。
こ
の
説
を
支
持
す
る
の
は
ヘ
ル
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム

で
あ
る
。
彼
は
、
サ
ン
・
ド
ニ
修
道
院
で
の
王
の
塗
油
と
「
パ
ト

リ
キ
ウ
ス
」
の
授
与
は
教
皇
と
そ
の
側
近
の
主
導
に
よ
る
も
の
だ

と
す
る
一
方
、
ビ
ザ
ン
ツ
側
が
教
皇
の
ガ
リ
ア
へ
の
旅
を
知
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
称
号
の
授
与
に
暗
黙
の
了
解
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
了
解
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
の
こ
と
が
、
皇
帝
が
フ
ラ
ン
ク
王
に
ロ
ー
マ
人
の
保
護
を
命
じ

た
こ
と
と
は
結
び
つ
か
な
い
と
、
皇
帝
命
令
説
を
否
定
し
て
い
る
（
57
）
。

ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
と
そ
の
後
継
者
た
ち
が
、
書
簡
で
繰
り
返
し
ピ

カ
ー
ル
大
帝
に
よ
る
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
称
号
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

五
三
（
二
四
九
）



ピ
ン
と
カ
ー
ル
に
、
彼
ら
が
神
の
第
一
人
者
ペ
テ
ロ
に
誓
っ
た
こ

と
の
履
行
を
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
教
皇
が
与
え
た

「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
と
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
の
そ
れ
は
ま
っ
た
く
異
な

る
も
の
と
判
断
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
理
解
に
た
つ
な
ら
ば
、
言

葉
は
同
じ
と
い
え
ど
も
内
容
の
違
う
も
の
を
与
え
る
こ
と
を
皇
帝

が
命
令
、
あ
る
い
は
了
解
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
ビ
ザ
ン
ツ
人
が
自
身
を
ロ
ー
マ
人
と
認
識

し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
皇
帝
が
「
自
身
の
臣
民
（R

o-

m
ani

）
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
と
い
う
称
号
を
フ
ラ
ン
ク
王
に
与

え
る
こ
と
を
承
諾
し
て
い
た
と
す
る
の
は
さ
ら
に
難
し
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
こ
の
称
号
の
授
与
は
、
教
皇
側
の
独
断
で
な
さ
れ
た
と
す

る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

�
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
を
名
乗
ら
な
か
っ
た
ピ
ピ
ン
三
世
と

名
乗
っ
た
カ
ー
ル
大
帝

Ａ
�
ピ
ピ
ン
三
世
の
場
合

ピ
ピ
ン
三
世
は
国
王
証
書
で
一
度
も
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
を
名

乗
っ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
を
論
ず
る
前
に
、
書
き
手
が
こ
の
言

葉
に
込
め
た
意
味
を
受
領
者
側
が
正
確
に
理
解
し
て
い
た
の
か
ど

う
か
を
考
え
て
み
た
い
。
教
皇
が
用
い
た
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ

キ
ウ
ス
」
に
は
「
ロ
ー
マ
人
の
保
護
者
」
あ
る
い
は
「
神
の
教
会

の
信
者
で
あ
る
ロ
ー
マ
人
の
保
護
者
」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ

て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ‘defen-

sor’

と
い
う
よ
り
直
接
的
か
つ
明
確
に
受
け
手
に
確
実
に
そ
の
意

味
が
伝
わ
る
言
葉
を
採
用
し
な
か
っ
た
の
か
。
ド
ゥ
エ
の
言
う
よ

う
に
、
教
皇
に
は
そ
の
言
葉
を
使
い
た
く
て
も
使
え
な
い
事
情
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し‘protector’

と
い
っ
た
類

似
の
言
葉
を
使
う
こ
と
は
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
な
ぜ
定

義
の
不
明
瞭
な
、
し
か
も
「
皇
帝
の
言
語
」
か
ら
借
用
し
た
の
か
。

教
皇
が
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
の
称
号
を
授
け
た
と
さ

れ
る
七
五
四
年
時
点
で
フ
ラ
ン
ク
王
に
ロ
ー
マ
教
会
や
ロ
ー
マ
人

に
対
す
る
防
衛
や
保
護
の
実
績
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
な
す
べ
き
こ
と
を
明
瞭
に
示
す‘defensor’

や

‘protector’

と
い
う
言
葉
で
は
な
く
、「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
と
い

う
「
栄
誉
」
を
強
調
す
る
言
葉
を
贈
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
教
皇
は

彼
ら
に
課
し
た
任
務
は
必
ず
果
た
さ
れ
る
と
い
う
前
提
で
、
ピ
ピ

ン
と
そ
の
息
子
が
な
す
で
あ
ろ
う
こ
と
に
「
褒
賞
の
前
払
い
」
で

応
じ
、
そ
れ
が
誓
約
の
履
行
へ
の
圧
力
と
な
る
と
判
断
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
そ
の
任
務
が
い
か
に
崇
高
な
も
の

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
単
な
る
「
機
能
」（defensor

）
を
示

す
語
で
は
な
く
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
と
い
う
「
敬
意
」
を
含
む
語

で
強
調
し
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
深
謀
が
フ
ラ

史

学
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第
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号

五
四
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五
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ン
ク
側
に
理
解
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
こ
の
言
葉
は
彼
ら
を
戸
惑
わ
せ
た
よ
う
に
み
え
る
。
フ
ラ
ン

ク
で
は
そ
れ
は
宮
宰
の
称
号
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ド
ゥ
エ
は
、
ピ
ピ
ン
が
こ
の
称
号
を
名
乗
ら
な
か
っ
た
理
由
を

「
ピ
ピ
ン
は
本
来
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
王
国
と
友
好
関
係
に
あ
り
、
こ

の
称
号
を
名
乗
る
こ
と
で
負
わ
さ
れ
る
『
反
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
』、

『
教
会
の
防
衛
者
』
と
い
う
役
割
を
忌
避
し
た
の
で
は
な
い
か
」

と
指
摘
し
て
い
る
（
58
）
。
確
か
に
ピ
ピ
ン
は
七
三
七
年
頃
、
ラ
ン
ゴ
バ

ル
ド
宮
廷
に
送
ら
れ
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
王
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ト
と
親

子
の
契
り
を
交
わ
し
、
両
宮
廷
は
友
好
関
係
を
築
い
て
い
た
（
59
）
。
し

か
し
、
七
四
四
年
に
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ト
が
亡
く
な
る
と
、
甥
の
ヒ

ル
デ
プ
ラ
ン
ト
が
王
位
に
就
く
も
の
の
数
カ
月
後
に
は
フ
リ
ウ
リ

公
ラ
ト
キ
ス
に
そ
の
地
位
を
追
わ
れ
る
。
そ
の
ラ
ト
キ
ス
も
七
四

九
年
に
弟
の
ス
ポ
レ
ー
ト
公
ア
イ
ス
ト
ゥ
ル
フ
に
取
っ
て
代
わ
ら

れ
る
。
彼
が
七
五
六
年
に
死
亡
す
る
と
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
公
デ
シ
デ

リ
ウ
ス
が
王
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ト
亡
き
後
、

王
位
は
周
辺
有
力
諸
侯
間
で
た
ら
い
ま
わ
し
に
さ
れ
る
。
ラ
ン
ゴ

バ
ル
ド
王
国
が
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ト
の
時
代
と
同
じ
よ
う
に
フ
ラ
ン

ク
王
国
と
友
好
関
係
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
ド
ゥ
エ
の
指
摘
す
る
「
遠
慮
・
気
配
り
」
が
カ
ロ
リ
ン

グ
宮
廷
に
あ
っ
た
と
す
る
の
は
難
し
い
。

フ
ラ
ン
ク
側
は
教
皇
の
意
図
を
正
し
く
理
解
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
そ
の
真
意
を
読
み
き
れ
ず
、
使
え
な
か
っ
た
可
能
性
は
否

定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
理
解
し
た
う
え
で
使
わ
な
か
っ
た
と
す

る
方
が
よ
り
順
当
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ク

で
は
宮
宰
の
称
号
で
あ
り
、
ピ
ピ
ン
が
そ
れ
を
名
乗
れ
ば
か
つ
て

の
一
族
の
「
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
王
の
一
家
臣
」
と
い
う
記
憶
が
呼
び

起
こ
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
は
ま
だ
果
た
し
て
い
な
い
債
務

の
履
行
の
褒
賞
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
る
。
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ

ィ
オ
は
交
付
者
の
自
称
表
現
で
あ
り
、
他
者
に
そ
の
よ
う
に
認
識

し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
意
思
表
明
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
ピ
ピ
ン
三
世
は
こ
の
称
号
を
名
乗
り
た
く
な
か
っ
た
し
そ
う

呼
ば
れ
た
く
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
よ
り
好
意
的
に
考
え
る
な
ら

ば
、
そ
の
準
備
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
。

Ｂ
�
カ
ー
ル
大
帝
の
場
合

カ
ー
ル
大
帝
も
王
位
昇
進
後
し
ば
ら
く
は
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト

リ
キ
ウ
ス
」
を
名
乗
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
使
い
始
め
る
の
は
、

ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
を
征
服
し
た
七
七
四
年
以
降
で
あ
る
。
そ
の
後
約

一
年
半
は
流
動
的
で
あ
る
。
七
七
四
年
四
月
の
カ
ー
ル
大
帝
の
ロ

ー
マ
訪
問
と
国
王
証
書
へ
の
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
の

出
現
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
と
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
研

カ
ー
ル
大
帝
に
よ
る
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
称
号
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

五
五
（
二
五
一
）



究
で
広
く
認
め
ら
れ
て
き
た
（
60
）
。
こ
こ
で
、
こ
の
移
行
期
に
発
行
さ

れ
た
三
一
通
（
証
書
八
〇
―
一
一
〇
番
（
61
）
）
を
分
析
し
、
採
否
の
理

由
を
探
る
。

発
給
日
と
発
給
地
と
認
証
者

同
一
日
に
発
行
さ
れ
た
証
書
は
、
同
じ
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ

オ
で
同
じ
発
給
地
で
あ
る
。
証
書
八
五
、
八
六
番
は
七
七
四
年
九

月
二
四
日
に
デ
ュ
ー
レ
ン
で
、
八
九
、
九
〇
番
は
七
七
五
年
一
月

五
日
に
キ
エ
ル
ジ
ー
で
、
九
三
、
九
四
番
は
同
年
三
月
一
四
日
に

キ
エ
ル
ジ
ー
で
、
一
〇
四
、
一
〇
五
番
は
同
年
一
〇
月
二
五
日
に

デ
ュ
ー
レ
ン
で
発
行
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ

ィ
オ
、「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
を
含
ま
な
い
そ
れ
を
持

っ
て
い
る
。
認
証
者
は
記
載
さ
れ
て
い
れ
ば
同
一
人
で
あ
る
が
不

明
の
場
合
も
あ
る
（
62
）
。
証
書
一
〇
六
、
一
〇
七
、
一
〇
八
、
一
〇
九

番
は
、
日
に
ち
は
不
明
だ
が
同
月
に
作
成
さ
れ
、「
ロ
ー
マ
人
の

パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
発
給
地
は
一
〇
六
番
が
デ

ュ
ー
レ
ン
で
あ
る
ほ
か
は
テ
ィ
オ
ン
ヴ
ィ
ル
で
あ
る
。

当
該
期
間
の
国
王
証
書
は
ア
ル
プ
ス
以
北
の
フ
ラ
ン
ク
王
国
内

で
発
給
さ
れ
、
同
地
の
修
道
院
ま
た
は
教
会
に
宛
て
た
も
の
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
。
例
外
は
証
書
八
〇
、
八
一
、
九
八
、
九
九
番
の

み
で
あ
る
。
前
二
通
は
パ
ヴ
ィ
ア
で
別
々
の
修
道
院
に
宛
て
発
行

さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
に
位
置
す
る
ボ
ッ
ビ
オ
修

道
院
、
も
う
一
つ
は
ト
ゥ
ー
ル
の
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
修
道
院
で
あ

る
。
両
者
は
近
い
時
期
に
発
行
さ
れ
て
い
る
が
認
証
者
も
イ
ン
テ

ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
の
文
言
も
異
な
る
。
証
書
八
〇
番
は
エ
ン
リ
ク

（E
nrich

）
で
、
彼
に
よ
り
認
証
さ
れ
た
証
書
は
こ
の
一
通
し
か

な
い
。
ロ
ザ
モ
ン
ド
・
マ
ッ
キ
テ
リ
ッ
ク
は
地
元
の
書
記
と
み
る
（
63
）
。

イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
は
そ
れ
ま
で
の
「
神
の
恩
寵
に
よ
る
フ

ラ
ン
ク
人
の
王
に
し
て
貴
顕
の
士
カ
ー
ル
」（
タ
イ
プ
２
）
か
ら

認証者

エンリク
ヒテリウス

ヒテリウス�ラド
ヒテリウス�ラド

ヒテリウス�ラド
ヒテリウス�ヴィグバルドゥス
ヒテリウス�ラド
－－
ヒテリウス�ヴィグバルドゥス
ヒテリウス�ラド
ヒテリウス

ヒテリウス
－－

ヒテリウス�ヴィグバルドゥス
ヒテリウス�ヴィグバルドゥス
ヒテリウス�ヴィグバルドゥス
ヒテリウス�ヴィグバルドゥス
－－

ヒテリウス�ラド

ヒテリウス�ヴィグバルドゥス

ヒテリウス�ヴィグバルドゥス
ヒテリウス�ヴィグバルドゥス
ヒテリウス�ヴィグバルドゥス
テウデガリウス

ヒテリウス�ラド
ヒテリウス�ヴィグバルドゥス
ヒテリウス�ヴィグバルドゥス
ヒテリウス�ラド
ヒテリウス�ラド
－－
－－

テウデガリウス

E. Mühlbacher, Hanover, 1906, pp.
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Die Urkunden der Karolinger , I : Urkundens Pippins, Karlmanns und Karl der Großen, MGH Diplomata karolinorum , ed.,
114�156より作成。
［略号］ No.：証書番号、Or.：原本、Pat.：Patricius romanorum. 認証者は後者が代理人。

■カール大帝国王証書 80～110番の概要

内容

所領贈与
所領贈与

所領贈与
税収贈与

税収贈与

イムニテート特権授与
修道院長選出の自由を授与
所領贈与
徴税権の確認
保護の確認と修道院長選出
の自由を授与
税収と所領を贈与
特別な規則と共にイムニテ
ート特権を授与
所領贈与
関税免除の確認
イムニテート特権の確認
イムニテート特権の確認
免税特権と所有地からの収
益を贈与
修道士の財産と受給を承認

司教支配からの免除と修道
院長選出の自由を授与
イムニテート特権を承認
所有財産の正当性を保証

所有地（保有）の確認
サン・ドニ修道院長フルラ
が裁判でパリ司教から
Plaisir修道院を獲得したこ
とを保証
税収贈与
税収贈与
税収贈与
小修道院贈与
所領贈与
イムニテート特権承認
国庫徴税権と同等の権利を
承認
地所獲得の承認

Pat.

有

有
有

有

有

有

有

有

有
有
有
有

受領者

ボッビオ修道院
トゥールのサン・マル
タン修道院
ロルシュ修道院
ヘルプリヒティンゲン
の教会
サン・ドニ修道院

フルダ修道院
フルダ修道院
サン・ドニ修道院
サン・ドニ修道院
ヘルスフェルト修道院

ヘルスフェルト修道院
メッツの教会

サン・ドニ修道院
サン・ドニ修道院
サン・ドニ修道院
ムルバッハ修道院
フラヴィニィ修道院

トゥールのサン・マル
タン修道院
ファルファ修道院

ファルファ修道院
ホナウ修道院
サン・ドニ修道院
サン・ドニ修道院

ヘルスフェルト修道院
ヘルスフェルト修道院
ヘルスフェルト修道院
フルダ修道院
サローヌの教会
プリュム修道院
プリュム修道院

ホナウ修道院

発給地

パヴィア
パヴィア

ヴォルムス
―

デューレン

デューレン
デューレン
サムシー
［ヴェルブリー］
キエルジー

キエルジー
キエルジー

サン・ドニ
キエルジー
キエルジー
キエルジー
ティオンヴィル

ティオンヴィル

キエルジー

キエルジー
キエルジー
キエルジー
デューレン

デューレン
デューレン
デューレン
デューレン
ティオンヴィル
ティオンヴィル
ティオンヴィル

［セレスタ］

日付

774．6．5
774．7．16

774．9．2
［774頃］

774．9．14
774．9．14
774．9．24
774．9．24
774．12
［774．�775．］

775．1．5

775．1．5
775．1．22

775．2．25
775．3．14
775．3．14
775．4．4
775．5．3

775．5．10

775．5．24

775．5．29
775．6．9
775．6．26
775．7．28

775．8．3
775．10．25
775．10．25
775．11．
775．11．
775．11．
775．11．

［775．12．］

Or.

○

○
○

○
○

○

○

○
○

○
○

○
○

○

No.

80
81

82
83

84_a
_b

85
86
87
88
89

90
91

92
93
94
95
96

97

98

99
100
101
102

103
104
105
106
107
108
109

110

カ
ー
ル
大
帝
に
よ
る
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
称
号
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

五
七
（
二
五
三
）



「
神
の
恩
寵
に
よ
る
フ
ラ
ン
ク
人
と
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
の
王
カ
ー

ル
」（
タ
イ
プ
３
）
と
「
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
」
が
加
え
ら
れ
、「
貴

顕
の
士
」
が
除
か
れ
て
い
る
。
後
者
の
認
証
者
は
当
時
の
宮
廷
文

書
局
の
責
任
者
と
さ
れ
る
ヒ
テ
リ
ウ
ス
（H

itherius

）
で
、
イ

ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
は
「
神
の
恩
寵
に
よ
る
フ
ラ
ン
ク
人
と
ラ

ン
ゴ
バ
ル
ド
人
の
王
に
し
て
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」（
タ

イ
プ
４
）
と
八
〇
番
の
そ
れ
に
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」

が
加
え
ら
れ
て
い
る
（
64
）
。
証
書
八
〇
番
の
内
容
は
贈
与
で
、
そ
こ
か

ら
判
断
す
れ
ば
「
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
の
王
」
は
欠
か
せ
な
い
。
ラ

ン
ゴ
バ
ル
ド
の
修
道
院
に
フ
ラ
ン
ク
王
が
保
証
を
与
え
て
も
十
分

な
効
力
を
発
揮
す
る
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
証

書
八
一
番
は
フ
ラ
ン
ク
内
の
修
道
院
に
宛
て
た
も
の
で
、「
ラ
ン

ゴ
バ
ル
ド
王
」
に
加
え
て
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
ま
で

加
え
ら
れ
た
理
由
は
わ
か
り
に
く
い
。
内
容
は
、
カ
ー
ル
大
帝
と

妻
が
ト
ゥ
ー
ル
の
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
修
道
院
へ
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
の
北
、

ガ
ル
ダ
湖
の
要
塞
島
シ
ル
ミ
オ
ー
ネ
と
そ
の
地
所
を
譲
る
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
修
道
院
長
グ
ル
フ
ァ
ル
ド
ス

（G
ulfardus

）
は
、
カ
ー
ル
大
帝
の
イ
タ
リ
ア
遠
征
に
先
立
ち
、

教
皇
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
と
の
協
議
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
王
監
視
の
た
め

に
ア
ミ
ア
ン
司
教
ゲ
オ
ル
ギ
ウ
ス
（G

eorgius

）、
ア
ル
ビ
ヌ
ス

（A
lbinus

）
と
共
に
イ
タ
リ
ア
へ
派
遣
さ
れ
て
い
る
（
65
）
。
さ
ら
に
、

同
修
道
院
は
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
侵
攻
に
際
し
、
兵
士
・
武
器
・
食
糧

な
ど
の
前
送
・
補
給
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

証
書
で
示
さ
れ
た
贈
与
は
こ
う
し
た
行
為
へ
の
報
酬
で
あ
り
、
さ

ら
に
そ
の
後
も
王
へ
の
忠
誠
心
を
維
持
さ
せ
続
け
る
た
め
の
措
置

だ
っ
た
と
バ
ー
ナ
ー
ド
・
バ
ク
ラ
ッ
ク
は
結
論
付
け
て
い
る
（
66
）
。
後

者
の
証
書
九
八
、
九
九
番
に
つ
い
て
も
バ
ク
ラ
ッ
ク
は
同
様
の
見

解
を
示
し
て
い
る
。
キ
エ
ル
ジ
ー
で
同
時
期
に
発
行
さ
れ
た
フ
ァ

ル
フ
ァ
修
道
院
宛
て
の
こ
れ
ら
の
証
書
は
司
教
支
配
か
ら
の
免
除

と
修
道
院
長
選
出
の
自
由
、
イ
ム
ニ
テ
ー
ト
特
権
を
保
証
し
て
お

り
、
同
修
道
院
が
フ
ラ
ン
ク
軍
を
イ
タ
リ
ア
遠
征
で
支
援
し
た
こ

と
に
対
す
る
見
返
り
だ
と
い
う
（
67
）
。
確
か
に
こ
う
し
た
特
権
を
認
め

た
理
由
は
同
修
道
院
の
支
援
に
対
す
る
報
酬
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
フ
ァ
ル
フ
ァ
修
道
院
に
は
特
有
の
事
情
が
存
在

す
る
。
七
世
紀
末
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
か
ら
や
っ
て
き
た
修
道
士
に

よ
っ
て
ロ
ー
マ
の
北
東
約
六
〇
㎞
の
サ
ビ
ー
ナ
に
建
て
ら
れ
た
フ

ァ
ル
フ
ァ
修
道
院
（
68
）
は
、
そ
の
立
地
条
件
か
ら
常
に
難
し
い
状
況
に

置
か
れ
て
い
た
。「
教
会
国
家
」
の
設
立
を
意
識
し
始
め
た
八
世

紀
の
教
皇
た
ち
は
ロ
ー
マ
公
領
に
隣
接
す
る
ス
ポ
レ
ー
ト
公
国
に

対
し
宗
主
権
を
主
張
し
、
そ
れ
は
フ
ァ
ル
フ
ァ
修
道
院
に
も
向
け

ら
れ
た
。
七
七
二
年
、「
ロ
ー
マ
教
会
の
民
」
と
の
間
に
起
き
た

争
い
ご
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
一
世
は
フ
ァ
ル

史
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フ
ァ
修
道
院
と
ロ
ー
マ
と
の
間
に
生
じ
る
す
べ
て
の
紛
争
は
教
皇

の
衣
装
管
理
官
（vestararius

;vestarius

）
の
裁
定
に
委
ね
ら

れ
る
べ
し
と
の
通
達
を
出
し
た
。
そ
こ
で
修
道
院
長
プ
ロ
バ
ト
ゥ

ス
（Probatus

）
は
自
ら
フ
ラ
ン
ク
に
赴
き
、
カ
ー
ル
大
帝
に
証

書
の
発
行
を
請
願
す
る
（
69
）
。
そ
う
し
て
発
行
さ
れ
た
の
が
証
書
九
八
、

九
九
番
で
あ
る
。
証
書
の
効
力
は
発
給
者
の
権
威
が
高
い
ほ
ど
増

す
。
こ
の
二
つ
の
証
書
の
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
に
「
フ
ラ
ン

ク
人
と
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
の
王
」
と
並
ん
で
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト

リ
キ
ウ
ス
」
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
発
給
者
が
世
俗
世
界
の
最

高
権
威
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
霊
的
世
界
の
最
高
権
威
で
あ
る
教

皇
か
ら
も
認
め
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
教
皇
を
牽
制
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

移
行
期
間
の
国
王
証
書
は
上
記
の
八
〇
、
八
一
番
を
除
き
、
キ

エ
ル
ジ
ー
、
デ
ュ
ー
レ
ン
、
テ
ィ
オ
ン
ヴ
ィ
ル
な
ど
ラ
イ
ン
川
と

セ
ー
ヌ
川
に
挟
ま
れ
た
一
帯
が
主
要
な
発
給
地
で
あ
る
。
こ
の
三

地
点
で
こ
の
期
間
の
国
王
証
書
の
三
分
の
二
以
上
を
占
め
る
。
文

書
局
責
任
者
は
ヒ
テ
リ
ウ
ス
で
、
八
〇
番
の
エ
ン
リ
ク
、
一
〇
二
、

一
一
〇
番
の
テ
ウ
デ
ガ
リ
ウ
ス
（T

heudegarius

）
を
除
き
、
判

明
し
て
い
る
す
べ
て
に
そ
の
名
が
単
独
、
あ
る
い
は
代
理
人
を
立

て
記
載
さ
れ
て
い
る
（
70
）
。
首
席
書
記
と
代
理
人
の
組
み
合
わ
せ
は
ヒ

テ
リ
ウ
ス
�
ラ
ド
（R

ado

）、
ヒ
テ
リ
ウ
ス
�
ヴ
ィ
グ
バ
ル
ド
ゥ

ス
（W

igbaldus

）
の
二
つ
が
あ
る
。
発
給
地
と
書
記
は
発
給
地

毎
に
担
当
者
が
定
め
ら
れ
て
お
り
（
71
）
、
当
該
期
間
に
お
い
て
は
前
者

が
ヴ
ォ
ル
ム
ス
、
デ
ュ
ー
レ
ン
、
ヴ
ェ
ル
ブ
リ
ー
、
テ
ィ
オ
ン
ヴ

ィ
ル
、
後
者
が
サ
ム
シ
ー
、
サ
ン
・
ド
ニ
、
キ
エ
ル
ジ
ー
を
担
当

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
分
担
は
厳
密
で
は
な

く
、
デ
ュ
ー
レ
ン
で
後
者
の
署
名
で
発
給
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
散
見

さ
れ
る
（
72
）
。

地
域
別
に
み
る
と
、
キ
エ
ル
ジ
ー
で
は
一
〇
通
が
出
さ
れ
、
ヒ

テ
リ
ウ
ス
単
独
が
二
通
、
ヒ
テ
リ
ウ
ス
�
ヴ
ィ
グ
バ
ル
ド
ゥ
ス
が

七
通
、
認
証
者
不
明
一
通
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
ロ
ー
マ
人
の
パ

ト
リ
キ
ウ
ス
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
ヒ
テ
リ
ウ
ス
�
ヴ
ィ
グ

バ
ル
ド
ゥ
ス
に
よ
る
二
通
で
あ
る
。
一
方
、
デ
ュ
ー
レ
ン
で
は
八

通
。
た
だ
し
こ
こ
で
発
行
さ
れ
た
証
書
八
四
番
に
は
認
証
者
の
異

な
る
二
つ
の
版
が
あ
り
、
延
べ
数
で
は
九
通
と
な
る
。
そ
の
内
訳

は
、
ヒ
テ
リ
ウ
ス
�
ラ
ド
の
名
に
よ
る
も
の
が
四
通
、
ヒ
テ
リ
ウ

ス
�
ヴ
ィ
グ
バ
ル
ド
ゥ
ス
に
よ
る
も
の
が
三
通
、
テ
ウ
デ
ガ
リ
ウ

ス
の
そ
れ
が
一
通
、
終
末
定
式
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
た
め
認
証
者

不
明
が
一
通
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ

ス
」
が
あ
る
の
は
、
ヒ
テ
リ
ウ
ス
�
ラ
ド
に
よ
る
一
〇
三
番
と
一

〇
六
番
で
あ
る
。
テ
ィ
オ
ン
ヴ
ィ
ル
で
は
五
通
発
行
さ
れ
、
ヒ
テ

リ
ウ
ス
�
ラ
ド
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
二
通
と
認
証
者
不
明
の
三

カ
ー
ル
大
帝
に
よ
る
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
称
号
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

五
九
（
二
五
五
）



通
す
べ
て
に
こ
の
称
号
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
分
か
る

の
は
、
テ
ィ
オ
ン
ヴ
ィ
ル
で
発
行
さ
れ
た
も
の
を
除
け
ば
、「
ロ

ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
の
有
無
に
発
給
地
お
よ
び
認
証
者
に

よ
る
規
則
性
を
見
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

テ
オ
ド
ー
ル
・
ジ
ッ
ケ
ル
は
、「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ

ス
」
が
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
に
登
場
す
る
契
機
と
し
て
文
書

局
上
層
部
の
入
れ
替
え
を
示
唆
し
て
い
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
は
タ

イ
プ
４
が
定
型
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ま
で
に
約
二
年
の
歳
月
を
要

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
イ
タ
リ
ア
統
治
に
関
し
て
カ
ー
ル
と
カ
ー

ル
の
政
治
顧
問
と
の
間
に
意
見
の
食
い
違
い
が
あ
っ
た
の
で
は
と

指
摘
す
る
（
73
）
。
カ
ー
ル
大
帝
は
ピ
ピ
ン
三
世
の
文
書
局
を
引
き
継
ぎ
、

ピ
ピ
ン
三
世
の
証
書
の
認
証
者
の
一
人
で
あ
っ
た
ヒ
テ
リ
ウ
ス
を

そ
の
責
任
者
と
し
て
い
る
。
王
位
就
任
直
後
か
ら
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド

征
服
直
前
の
七
七
四
年
二
月
ま
で
に
発
行
し
た
国
王
証
書
二
五
通

（
五
五
―
七
九
番
）
の
う
ち
認
証
者
名
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
一

三
通
で
、
う
ち
一
一
通
に
ヒ
テ
リ
ウ
ス
の
名
が
あ
る
。
そ
の
後
の

「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
採
用
移
行
期
で
は
認
証
者
記
載

の
あ
る
二
七
通
の
う
ち
二
四
通
に
そ
の
名
が
あ
る
。
そ
し
て
、
七

七
六
年
フ
リ
ウ
リ
公
の
反
乱
制
圧
直
後
の
証
書
一
一
一
番
を
最
後

に
そ
の
名
は
消
え
、
そ
れ
ま
で
彼
の
代
理
人
を
務
め
た
ラ
ド
に
と

っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
そ
の
時
期
をD

kar.
I

の
解
説
で
は
七
七
七

年
一
月
（
74
）
、
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
は
遅
く
と
も
七
七
六
年
七
月
初
め
と
す

る
（
75
）。
ラ
ド
が
認
証
者
欄
に
登
場
す
る
の
は
七
七
二
年
の
六
七
番
が

最
初
で
、
こ
の
と
き
は
リ
ウ
ト
ベ
ル
ド
ゥ
ス
（Liudberdus=Li-

utbertus

）
の
代
理
と
し
て
、
次
に
現
れ
る
の
は
七
七
二
年
一
〇

月
二
〇
日
の
七
一
番
で
ヒ
テ
リ
ウ
ス
の
代
理
と
し
て
で
あ
る
。
そ

し
て
、
七
七
六
年
七
月
に
証
書
一
一
三
番
に
単
独
の
認
証
者
と
し

て
現
れ
る
。
移
行
期
に
ラ
ド
が
認
証
し
た
九
通
の
う
ち
「
ロ
ー
マ

人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
を
採
用
し
て
い
る
の
は
五
通
、
一
方
、
ヴ

ィ
グ
バ
ル
ド
ゥ
ス
も
一
二
通
の
う
ち
三
通
あ
る
。
た
だ
し
時
系
列

で
み
る
と
、
ラ
ド
は
こ
の
肩
書
を
初
め
て
採
用
し
た
八
八
番
以
降

す
べ
て
に
用
い
て
い
る
（
76
）
。
こ
れ
に
対
し
、
ヴ
ィ
グ
バ
ル
ド
ゥ
ス
に

は
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
こ
か
ら
「
ロ
ー
マ
人
の

パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
採
用
を
認
証
者
の
意
向
と
断
定
で
き
な
い
に
し

て
も
、
ラ
ド
が
そ
れ
を
好
ん
だ
こ
と
は
確
か
と
思
わ
れ
る
。

証
書
受
領
者

当
該
期
間
に
発
行
さ
れ
た
証
書
の
う
ち
、
サ
ン
・
ド
ニ
修
道
院

に
宛
て
た
も
の
が
八
通
（
77
）
と
最
も
多
い
。
発
給
地
は
デ
ュ
ー
レ
ン
、

サ
ム
シ
ー
、
サ
ン
・
ド
ニ
、
キ
エ
ル
ジ
ー
、
ヴ
ェ
ル
ブ
リ
ー
（
78
）
の
五

カ
所
で
、「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
が
記
さ
れ
て
い
る
の

は
サ
ム
シ
ー
発
行
の
八
七
番
と
ヴ
ェ
ル
ブ
リ
ー
と
さ
れ
る
八
八
番

の
二
通
で
、
同
修
道
院
宛
て
の
証
書
の
な
か
で
は
二
番
目
と
三
番

史
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目
に
あ
た
る
。
前
者
は
修
道
院
へ
の
地
所
の
贈
与
を
保
証
す
る
も

の
で
ヒ
テ
リ
ウ
ス
�
ヴ
ィ
グ
バ
ル
ド
ゥ
ス
が
、
後
者
は
修
道
院
の

徴
税
権
に
関
す
る
も
の
で
ヒ
テ
リ
ウ
ス
�
ラ
ド
が
認
証
し
て
い
る
。

発
行
日
は
、
前
者
が
七
七
四
年
一
二
月
、
後
者
が
「
七
七
四
―
七

七
五
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
後
者
の
そ
れ
は
終
末
定
式
が
伝
え
ら

れ
て
い
な
い
た
め
編
者
に
よ
り
推
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

サ
ン
・
ド
ニ
修
道
院
長
は
七
五
〇
年
か
ら
八
四
年
ま
で
フ
ル
ラ
ド

で
あ
る
。
彼
は
、
教
皇
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
二
世
か
ら
非
常
に
稀
な
権

利
（
79
）を
付
与
さ
れ
特
別
な
存
在
と
認
め
ら
れ
て
い
た
。
一
方
、
フ
ラ

ン
ク
王
国
内
に
お
い
て
も
絶
大
な
影
響
力
を
持
ち
、
ピ
ピ
ン
三
世

に
重
用
さ
れ
た
。
七
五
五
年
の
イ
タ
リ
ア
遠
征
以
来
、
特
使
と
し

て
同
地
に
派
遣
さ
れ
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
王
の
監
視
を
引
き
受
け
て

い
る
（
80
）
。
ピ
ピ
ン
三
世
の
死
後
は
カ
ー
ル
マ
ン
の
側
近
と
な
る
が
、

そ
の
死
後
は
彼
の
王
国
を
併
合
し
た
カ
ー
ル
大
帝
に
重
ん
じ
ら
れ

る
（
81
）。
七
七
四
年
六
月
七
日
パ
ヴ
ィ
ア
を
落
と
し
た
カ
ー
ル
大
帝
は
、

七
月
末
に
は
フ
ラ
ン
ク
へ
戻
り
、
九
月
末
ま
で
に
デ
ュ
ー
レ
ン
に

王
宮
を
構
え
て
い
る
。
そ
こ
へ
フ
ル
ラ
ド
が
イ
タ
リ
ア
情
勢
の
報

告
に
現
れ
、
そ
の
ま
ま
サ
ム
シ
ー
、
ヴ
ェ
ル
ブ
リ
ー
、
キ
エ
ル
ジ

ー
、
デ
ュ
ー
レ
ン
と
王
と
行
動
を
共
に
し
、
同
修
道
院
宛
て
の
一

〇
二
番
が
発
行
さ
れ
る
七
七
五
年
七
月
二
八
日
も
宮
廷
に
滞
在
し

て
い
た
（
82
）
。

ど
の
よ
う
な
理
由
で
八
七
、
八
八
番
に
の
み
「
ロ
ー
マ
人
の
パ

ト
リ
キ
ウ
ス
」
が
採
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
八
七
番
が
発
行
さ

れ
た
サ
ム
シ
ー
は
か
つ
て
の
カ
ー
ル
マ
ン
の
王
国
の
中
心
地
で
、

数
年
前
に
彼
が
死
ん
だ
場
所
で
あ
る
。
地
元
の
有
力
者
は
カ
ー
ル

の
命
に
不
服
従
の
態
度
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
を
解
し
た
王
が
カ

ー
ル
マ
ン
の
王
国
の
中
心
地
だ
っ
た
サ
ム
シ
ー
で
サ
ン
・
ド
ニ
修

道
院
を
パ
リ
と
そ
の
西
方
域
の
支
配
権
力
と
す
る
施
政
方
針
を
明

言
し
た
の
が
八
七
番
と
バ
ク
ラ
ッ
ク
は
主
張
し
て
い
る
（
83
）
。
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
こ
の
証
書
は
発
給
者
側
の
発
意
で
出
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
証
書
作
成
者
は
「
フ
ラ
ン
ク
人
と
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
の

王
」、「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
と
並
べ
る
こ
と
で
、
か
つ

て
の
カ
ー
ル
マ
ン
の
王
国
が
い
ま
や
イ
タ
リ
ア
半
島
も
手
中
に
収

め
た
カ
ー
ル
の
統
治
下
に
あ
る
こ
と
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
八
八
番
は
修
道
院
の
流
通
税
収
入
を
横
領
す
る
者

に
対
す
る
警
告
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ

ス
」
が
採
用
さ
れ
た
理
由
は
「
横
領
者
」
が
こ
の
肩
書
に
抗
え
な

い
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
の
証
書
は
流

通
税
免
除
や
イ
ム
ニ
テ
ー
ト
特
権
の
確
認
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

も
と
は
フ
ル
ラ
ド
所
有
で
後
に
サ
ン
・
ド
ニ
修
道
院
に
寄
贈
さ
れ

た
サ
ロ
ー
ヌ
の
教
会
に
宛
て
た
一
〇
七
番
に
も
こ
の
称
号
は
採
用

さ
れ
て
い
る
。
代
理
認
証
者
は
ラ
ド
で
あ
る
。

カ
ー
ル
大
帝
に
よ
る
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
称
号
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

六
一
（
二
五
七
）



次
に
多
く
の
証
書
が
残
さ
れ
て
い
る
の
が
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
修

道
院
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
八
九
、
九
〇
、
一
〇
三
、
一
〇
四
、
一

〇
五
番
の
五
通
が
伝
わ
り
、
前
二
通
は
七
七
五
年
一
月
五
日
に
キ

エ
ル
ジ
ー
で
ヒ
テ
リ
ウ
ス
に
よ
っ
て
、
後
ろ
二
通
は
七
七
五
年
一

〇
月
二
五
日
に
デ
ュ
ー
レ
ン
で
ヒ
テ
リ
ウ
ス
�
ヴ
ィ
グ
バ
ル
ド
ゥ

ス
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
、
と
も
に
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ

ス
」
は
な
い
。
こ
の
称
号
が
あ
る
の
は
七
七
五
年
八
月
三
日
に
ヒ

テ
リ
ウ
ス
�
ラ
ド
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
一
〇
三
番
の
み
で
あ
る
。

内
容
は
八
九
番
が
、
同
修
道
院
が
カ
ー
ル
大
帝
の
保
護
下
に
置
か

れ
た
こ
と
を
承
認
し
、
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
の
干
渉
か
ら
の
免
除
、

修
道
院
長
自
由
選
出
の
権
利
を
認
め
る
も
の
で
、
九
〇
番
が
そ
れ

ま
で
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
に
与
え
て
い
た
十
分
の
一
税
を
同
修
道
院

に
移
す
と
い
う
内
容
で
、
一
〇
三
番
は
ザ
ク
セ
ン
侵
攻
に
あ
た
り

フ
ラ
ン
ク
軍
を
支
援
で
き
る
資
力
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
同
修
道
院
は
フ
ラ
ン
ク
軍
に
兵
士
の
徴
発
と
物
資
供

給
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
（
84
）
。
一
〇
四
番
と
一
〇
五
番
は
税
の

贈
与
で
あ
る
。
バ
ク
ラ
ッ
ク
は
、
こ
れ
を
同
修
道
院
が
行
っ
た
支

援
に
対
す
る
報
酬
と
説
明
す
る
（
85
）
。
一
〇
三
番
に
「
ロ
ー
マ
人
の
パ

ト
リ
キ
ウ
ス
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の

は
、
認
証
代
理
が
ラ
ド
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

八
八
番
以
降
の
彼
の
認
証
し
た
も
の
に
は
す
べ
て
こ
の
肩
書
が
添

え
ら
れ
て
い
る
。

フ
ル
ダ
修
道
院
に
は
八
五
、
八
六
、
一
〇
六
番
の
三
通
が
発
行

さ
れ
て
い
る
が
、「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
が
採
用
さ
れ

て
い
る
の
は
七
七
五
年
一
一
月
発
行
の
一
〇
六
番
の
み
で
あ
る
。

そ
し
て
同
じ
月
に
出
さ
れ
た
サ
ロ
ー
ヌ
の
教
会
宛
て
の
一
〇
七
番
、

プ
リ
ュ
ム
修
道
院
宛
て
の
一
〇
八
、
一
〇
九
番
に
も
「
ロ
ー
マ
人

の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
受
領
者
ご
と
に
見
て
も
、「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ

キ
ウ
ス
」
の
有
無
に
規
則
性
を
見
出
す
の
は
難
し
い
。
た
だ
し
、

受
領
数
の
少
な
い
ト
ゥ
ー
ル
の
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
修
道
院
（
86
）
、
イ
タ

リ
ア
の
フ
ァ
ル
フ
ァ
修
道
院
（
87
）
、
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
（
88
）
（
各
修
道
院
と

も
二
通
）
に
関
し
て
は
す
べ
て
の
証
書
に
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ

キ
ウ
ス
」
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
フ
ァ
ル
フ
ァ
修
道
院

と
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
の
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
発
行
さ
れ
た
日
付
が
近

い
の
で
同
じ
形
式
が
採
用
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

国
王
証
書
発
給
の
き
っ
か
け
と
作
成
プ
ロ
セ
ス

国
王
証
書
は
し
ば
し
ば
受
領
者
へ
「
好
意
」
を
示
し
た
い
王
の

発
意
か
ら
発
給
さ
れ
た
。
王
の
「
好
意
」
は
動
産
・
不
動
産
や
イ

ム
ニ
テ
ー
ト
特
権
の
授
与
と
い
っ
た
形
と
な
っ
て
受
領
者
に
与
え

ら
れ
た
が
、
同
時
に
王
は
見
返
り
と
し
て
自
身
へ
の
忠
誠
心
を
求

め
た
。

史

学

第
八
六
巻

第
三
号

六
二
（
二
五
八
）



カ
ー
ル
大
帝
の
国
王
証
書
は
修
道
院
ま
た
は
修
道
院
長
に
宛
て

た
も
の
が
多
い
（
89
）
。
内
容
は
、
受
領
者
に
動
産
・
不
動
産
・
イ
ム
ニ

テ
ー
ト
特
権
等
を
贈
与
、
あ
る
い
は
す
で
に
保
持
し
て
い
た
場
合

に
は
そ
れ
を
再
承
認
、
さ
ら
に
場
合
に
よ
っ
て
は
修
道
院
長
選
出

の
自
由
な
ど
を
保
証
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
受
領
者
は
こ

の
証
書
を
も
っ
て
そ
の
権
利
の
保
全
を
図
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
時
代
の
修
道
院
は
主
に
司
教
支
配
の
及
ば
な
い
教
区
の
外
に

立
地
し
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
（
90
）
が
、
フ
ァ
ル
フ
ァ
修
道
院
に
対

す
る
教
皇
の
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
司
教
は
そ
う
し
た
修
道

院
に
も
干
渉
を
厭
わ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
司
教
の
干
渉
か
ら
逃

れ
る
手
立
て
と
し
て
見
い
出
さ
れ
た
の
が
国
王
に
よ
る
保
護
で
あ

る
。
そ
の
結
果
現
れ
た
の
が
、
フ
ァ
ル
フ
ァ
修
道
院
宛
て
の
九
八
、

九
九
番
の
よ
う
に
、
王
の
発
意
で
は
な
く
修
道
院
か
ら
の
要
請
に

よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
証
書
と
思
わ
れ
る
。
同
年
同
月
に
こ
の
二
つ

よ
り
先
に
出
さ
れ
た
フ
ラ
ヴ
ィ
ニ
ィ
修
道
院
宛
て
の
九
六
番
も
同

様
で
あ
る
。
修
道
院
長
の
懇
願
に
よ
り
こ
の
証
書
が
記
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
と
発
行
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
91
）
。
こ
の
よ
う
に

国
王
証
書
が
受
領
者
の
要
請
で
発
行
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
受

領
者
の
要
望
が
反
映
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
さ
ら
に

マ
ッ
キ
テ
リ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
国
王
証
書
は
必
ず
し
も
認
証
者
、

つ
ま
り
発
給
者
側
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。

証
書
は
宮
廷
文
書
局
で
訓
練
さ
れ
た
書
記
官
、
あ
る
い
は
証
書
の

受
領
者
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
書
記
が
作
成
し
た
も
の
に
、
認
証
者

が
署
名
し
た
だ
け
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
（
92
）
。
ま
た
、
稀
で

は
あ
る
が
受
給
者
側
が
自
ら
作
成
し
宮
廷
書
記
に
提
示
す
る
場
合

も
あ
り
、
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
修
道
院
に
あ
る
教
会
と
そ
の
土
地
を

寄
贈
す
る
と
し
た
七
八
二
年
の
一
四
四
番
は
そ
の
一
例
だ
と
い
う
。

こ
の
証
書
は
ラ
ド
の
代
理
と
し
て
ヴ
ィ
グ
バ
ル
ド
ゥ
ス
に
よ
っ
て

認
証
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
の
書
体
は
明
ら
か
に
宮
廷
発
行
の
そ

れ
を
模
倣
し
た
と
わ
か
る
も
の
で
、
マ
ッ
キ
テ
リ
ッ
ク
は
ヘ
ル
ス

フ
ェ
ル
ト
修
道
院
の
誰
か
か
、
地
元
の
書
記
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

も
の
で
は
な
い
か
と
す
る
（
93
）
。
こ
れ
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
証
書

の
文
書
を
受
領
す
る
側
が
用
意
す
る
の
は
、
カ
ー
ル
大
帝
よ
り
も

二
世
代
後
の
シ
ャ
ル
ル
禿
頭
王
に
特
徴
的
な
事
象
と
さ
れ
る
が
、

カ
ー
ル
大
帝
の
時
代
に
す
で
に
そ
の
兆
し
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。
国
王
証
書
の
文
言
が
受
領
者
に
よ
っ
て
提
案
、
あ
る
い

は
受
領
者
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
書
記
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い

た
と
す
れ
ば
、
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
も
ま
た
受
領
者
側
か
ら

提
案
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
受
領
者
か
ら
の
要
請
で
作
成
さ
れ

た
九
八
、
九
九
番
に
は
と
も
に
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」

が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
前
に
出
さ
れ
た
国
王
証
書
で
こ
の

称
号
が
あ
る
の
は
五
通
で
、
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
修
道
院
に
宛
て
た

カ
ー
ル
大
帝
に
よ
る
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
称
号
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

六
三
（
二
五
九
）



八
一
、
九
七
番
、
サ
ン
・
ド
ニ
修
道
院
に
宛
て
た
八
七
、
八
八
番
、

そ
れ
に
フ
ラ
ヴ
ィ
ニ
ィ
修
道
院
に
宛
て
た
九
六
番
で
あ
る
。
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
八
一
番
は
フ
ラ
ン
ク
に
在
る
修
道
院
に
イ
タ

リ
ア
の
土
地
を
譲
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
シ
ル
ミ
オ
ー
ネ
島
は
、

教
皇
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
が
主
張
す
る
「
ロ
ー
マ
教
会
領
」
の
北
の
境

界
線
「
ル
ー
ニ
�
モ
ン
セ
ー
リ
チ
ェ
（
94
）
」
上
に
位
置
す
る
。「
ロ
ー

マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
を
添
え
る
こ
と
で
利
害
関
係
を
有
す
る

者
、
つ
ま
り
こ
こ
で
は
教
皇
を
牽
制
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
働
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
証
書
が
宮
廷
か
ら
の
発
意
で
作
成
さ

れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
修
道
院
か
ら
の
請
願
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
の
か
定
か
で
な
い
が
、
受
領
者
が
作
成
に
あ
た
り
「
ロ
ー
マ
人

の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
の
挿
入
を
提
案
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な

い
。
九
七
番
は
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
修
道
院
の
修
道
士
に
財
産
と

（
年
金
な
ど
の
）
受
給
を
保
証
し
た
も
の
で
、「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト

リ
キ
ウ
ス
」
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
修
道
院
は

八
一
番
で
シ
ル
ミ
オ
ー
ネ
の
管
理
を
任
さ
れ
て
お
り
、
所
属
修
道

士
が
管
理
し
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
八
一
番

同
様
こ
の
証
書
に
お
い
て
も
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
は

効
力
強
化
に
有
効
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ラ
ヴ
ィ
ニ
ィ
修
道

院
宛
て
の
証
書
九
六
番
か
ら
フ
ァ
ル
フ
ァ
修
道
院
宛
て
の
九
九
番

ま
で
は
七
七
五
年
五
月
の
一
カ
月
間
に
発
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
が
発
行
さ
れ
た
と
き
そ
れ
ぞ
れ
の
証
書
の
受
領
者
で
あ
る
フ
ラ

ヴ
ィ
ニ
ィ
、
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
、
フ
ァ
ル
フ
ァ
の
各
修
道
院
長
は

宮
廷
に
滞
在
し
て
い
た
（
95
）
。
彼
ら
は
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
の
情

報
を
共
有
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
同
じ
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ

ィ
オ
を
持
つ
の
は
彼
ら
が
望
ん
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。

結

び

国
王
証
書
の
発
行
が
宮
廷
側
の
発
意
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
受

領
者
側
か
ら
の
懇
願
に
よ
る
も
の
な
の
か
に
関
わ
ら
ず
、
発
給
者

も
受
領
者
も
証
書
が
最
大
限
に
効
力
を
発
揮
す
る
こ
と
を
望
ん
だ

と
す
る
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
考
え

出
さ
れ
た
の
が
、
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
に
可
能
な
限
り
の
権

威
を
付
加
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
修
道
院
は
そ
の
独

立
性
を
保
持
す
る
た
め
イ
ム
ニ
テ
ー
ト
特
権
や
修
道
院
長
選
出
の

自
由
を
欲
し
て
い
た
。
そ
れ
を
授
与
、
あ
る
い
は
保
証
す
る
権
威

と
し
て
世
俗
世
界
の
頂
点
に
立
つ
王
の
名
は
有
効
で
あ
る
。
さ
ら

に
そ
の
権
威
に
霊
的
世
界
の
最
高
権
威
で
あ
る
教
皇
か
ら
授
与
さ

れ
た
称
号
が
加
わ
れ
ば
、
修
道
院
運
営
に
干
渉
し
よ
う
と
す
る
聖

職
者
に
対
す
る
牽
制
と
も
な
る
。
そ
の
よ
う
に
証
書
の
受
領
者
た

ち
は
考
え
た
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
側
も
そ
の
称
号
を
名
乗
る
こ

と
に
意
味
を
見
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。

史

学

第
八
六
巻

第
三
号

六
四
（
二
六
〇
）



カ
ー
ル
大
帝
は
教
皇
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
に
懇
願
さ
れ
イ
タ
リ
ア
遠

征
を
行
う
が
（
96
）
、
当
時
の
王
の
最
大
の
関
心
事
は
ザ
ク
セ
ン
平
定
で

あ
り
、
パ
ヴ
ィ
ア
を
落
と
す
と
再
び
ザ
ク
セ
ン
侵
攻
へ
戻
る
。
ラ

ン
ゴ
バ
ル
ド
は
新
し
い
王
を
得
た
も
の
の
そ
こ
に
王
の
姿
は
な
か

っ
た
。
イ
タ
リ
ア
半
島
で
は
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
王
国
に
加
え
、
ス
ポ

レ
ー
ト
公
国
、
ベ
ネ
ヴ
ェ
ン
ト
公
国
、
そ
の
他
周
辺
地
域
を
支
配

す
る
中
堅
諸
侯
が
勢
力
を
競
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
者
た
ち
に
と

っ
て
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
王
の
不
在
は
絶
好
の
機
会
で
あ
る
。
フ
リ
ウ

リ
公
が
反
旗
を
翻
す
。
カ
ー
ル
大
帝
は
七
七
五
年
夏
か
ら
再
開
し

た
ザ
ク
セ
ン
遠
征
を
切
り
上
げ
、
翌
年
早
く
イ
タ
リ
ア
へ
向
か
う
。

そ
し
て
事
態
を
収
拾
す
る
と
直
ち
に
ザ
ク
セ
ン
へ
引
き
返
し
た
（
97
）
。

「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
が
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
に

現
れ
た
り
現
わ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
の
は
、
こ
の
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド

を
征
服
し
て
か
ら
フ
リ
ウ
リ
公
の
反
乱
が
起
き
、
そ
れ
を
鎮
圧
す

る
ま
で
の
期
間
で
あ
る
。

カ
ー
ル
大
帝
は
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
王
を
名
乗
っ
た
け
れ
ど
も
「
ロ

ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
に
関
し
て
は
曖
昧
な
態
度
を
と
っ
て

い
た
。
そ
れ
を
一
変
さ
せ
た
の
は
イ
タ
リ
ア
半
島
情
勢
の
不
安
定

さ
と
思
わ
れ
る
。
王
が
居
る
こ
と
も
軍
を
常
駐
さ
せ
る
こ
と
も
で

き
な
い
状
況
に
お
い
て
イ
タ
リ
ア
半
島
全
体
を
安
定
さ
せ
る
に
は
、

そ
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
「
道
具
」
と
し

て
こ
の
称
号
は
利
用
さ
れ
た
。
こ
の
称
号
を
名
乗
る
こ
と
に
は
二

つ
の
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
一
つ
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
か
ら
授
け
ら

れ
た
称
号
を
併
記
す
る
こ
と
で
授
与
者
が
世
俗
権
力
の
頂
点
に
い

る
だ
け
で
な
く
、
霊
的
権
威
か
ら
も
認
め
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
と

示
し
た
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
イ
タ
リ
ア
半
島
の
安
定
に
対
し

「
責
任
の
所
在
」
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。「
ロ
ー
マ
人
の

パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
採
用
の
始
ま
り
が
発
給
者
、
受
領
者
の
ど
ち
ら

の
提
案
に
よ
る
も
の
か
は
不
明
だ
が
、
そ
れ
は
証
書
の
有
効
性
を

高
め
る
措
置
と
し
て
、
発
給
者
、
受
領
者
の
双
方
に
肯
定
的
に
受

け
止
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
宮
廷
文
書
局
は
そ
れ
を

名
乗
る
こ
と
に
よ
り
背
負
う
責
任
の
重
さ
よ
り
も
、
そ
れ
が
フ
ラ

ン
ク
王
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ク
王
国
へ
も
た
ら
す
利
益
の
ほ
う
が

よ
り
大
き
い
と
判
断
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

註（
１
）

D
ie

U
rkunden

der
K

arolinger,
I

:
U

rkundens
Pippins,

K
arlm

anns
und

K
arl

der
G

roßen
,

M
G

H
D

iplom
ata

karoli-
norum

（
以
下D

K
ar.

I

）,ed
.,

E
.

M
ühlbacher,

H
anover,

1906,pp.1

	478.
（
２
）
国
王
証
書
は
冒
頭
定
式
（protocollum

）、
前
文
（arenga

）、

叙
述
部（narratio

）、
措
置
部（dispositio

）、
認
証
定
式（corrobo-

ratio
）、
終
末
定
式
（eschatocollum

）
の
六
部
で
構
成
さ
れ
て

お
り
、
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
（intitulatio

）
は
冒
頭
定
式
の

カ
ー
ル
大
帝
に
よ
る
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
称
号
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

六
五
（
二
六
一
）



な
か
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
発
給
者
の
自
称
を
指
す
（
Ｌ
・
ジ
ェ
ニ

コ
、『
歴
史
学
の
伝
統
と
革
新
』、
森
本
芳
樹
監
修
、
九
州
大
学
出

版
会
、
一
九
八
四
年
、
二
〇
一
―
五
頁
、『
西
洋
中
世
学
入
門
』、

高
山
博
・
池
上
俊
一
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
二

〇
三
頁
）。

（
３
）

C
odex

epistolaris
carolinus,

M
G

H
E

pp
.

III,
E

pistolae
m

erow
ingici

et
karolini

aevi,
I,

ed
.,

W
.

G
undlach

,
H

an-
nover,1892,pp.469

	657,N
o.6.

（
４
）

François
Louis

G
anshof,

‘N
ote

sur
les

origines
byzan-

tines
du

titre
«Patricius

R
om

anorum
»’,

l’A
nnuaire

de
l’In-

stitut
de

philologie
et

d’H
istoire

orientales
et

slaves,
tom

10,
1950,

pp
.

261

	82,
at

p
.

263
	4,

no
.

3.
«V

oir
p

.
ex

.:L
.

D
U

C
H

E
SN

E,
Les

prem
iers

tem
ps

de
l’état

pontifical
3,

Paris,
1911,

p.
63

	66
;E

.
C

A
SPA

R,
Pippin

u.
die

röm
ische

K
irche,

B
erlin,

1914,
p.

181

	182
;K

.
H

E
LD

M
A

N
N

,
D

as
K

aisertum
K

arls
des

G
roszen

,
W

eim
ar,

1928,
p

.
153,

n
.

1
;

G
.

S
C

H
N

U
E

R
E

R
,

D
ie

A
nfänge

der
abendländischen

V
ölkerge-

m
einschaft,

Freiburg
i.

B
reisgau,

1932,
p.

205

（G
eschichte

d.
führenden

V
ölker,

dirigée
par

H
.

Finke
et

cons.
）;E

.
C

A
SPA

R
,

Papst
G

regor
II

u
.

der
B

ilderstreit,
Zeitschr.

f.
K

irchengesch.,1933,p.67,n.107
;R

.A
IG

R
A

IN
, ds.L.

B
R

É
-

H
IE

R
et

R
.A

IG
R

A
IN

,
G

régoire
le

G
rand,

les
états

barbares
et

la
conqupête

arabe,
Paris,

1938,
p.

426,
n.

3

（H
istoire

de
l’É

glise,
dirigée

par
A

.
F

LIC
H

E
et

V
.

M
A

R
T

IN
,

V

）;F
.

L
.

G
A

N
SH

O
F,

ds.
F

.
L

O
T,

C
.

P
FIST

E
R

et
F

.
L

.
G

A
N

SH
O

F,
op.

cit.,
p.

411
;O

.
B

E
R

T
O

LIN
I,

R
om

a
di

fronte
a

B
isanzio

e
ai

Longobardi,
B

ologne,
1941,

p.
539

（Storia
di

R
om

a
,

IX

）;
H

.
F

IC
H

T
E

N
A

U
,

D
as

karolingische
Im

perium
,

Zurich
,

1949,
p.

27.–Sur
peculiaris

populus,
voir

C
odex

C
arolinus,

n
o.

8,
p.496,l.32,n

o.10,p.502,l.25,etc.»

（
５
）
「
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
は
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
の
ビ
ザ
ン
ツ
総
督
（exar-

chus

）
お
よ
び
ロ
ー
マ
公
（dux

）
の
栄
誉
称
号
で
あ
り
、
こ
れ

に
教
皇
が
「
ロ
ー
マ
人
の
（R

om
anorum

）」
を
付
け
、
ピ
ピ
ン

ら
に
与
え
、
彼
ら
を
「
ロ
ー
マ
教
会
と
聖
ペ
テ
ロ
の
民
（peculiaris

populus

�R
om

ani

）
の
保
護
者
」
と
し
た
と
す
る
そ
れ
ま
で
の

定
説
に
、
一
九
〇
三
年
、
ル
ド
・
Ｍ
・
ハ
ー
ト
マ
ン
が
、
こ
れ
は

ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
爵
位
付
与
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
に
よ
り
フ

ラ
ン
ク
王
は
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
に
対
し
一
種
の
従
属
関
係
に
入
っ
た

と
異
議
を
唱
え
た
（Ludo

M
oritz

H
artm

ann,G
eschichte

Itali-
ens

im
M

ittelalter
II,

2.G
otha,1903,pp.187

	8

）。
こ
の
説

を
支
持
し
た
の
が
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ス
タ
イ
ン
で
あ
る
。
そ
の
根
拠

と
し
て
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
は
す
で
に
ギ
リ
シ
ャ
語

で
新
任
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
へ
の
公
式
の
歓
呼
と
し
て
用
い
ら
れ
、

ま
た
こ
の
称
号
の
付
与
は
皇
帝
の
専
権
事
項
だ
っ
た
こ
と
を
挙
げ

て
い
る
（E

rnest
Stein,La

période
byzantine

de
la

papauté,
the

C
atholic

H
istorical

R
eview

,1935,pp.161

	2

）。
ス
タ
イ

ン
の
発
表
の
二
年
後
の
一
九
三
七
年
に
ブ
ル
ー
ノ
・
ク
ル
シ
ュ
が

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
君
主
と
合
わ
せ
て
カ
ロ
リ
ン
グ
君
主
、
と
く
に
ピ

ピ
ン
と
カ
ー
ル
大
帝
の
国
王
証
書
に
お
け
る
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ

ィ
オ
と
そ
れ
ら
の
文
言
の
起
源
に
関
す
る
論
文
を
発
表
（B

runo
K

rusch
,

‚D
er

karolingische
K

önigstitel‘,
Studien

zur
fränkischen

D
iplom

atik
:D

er
T

itelder
fränkischen

K
önige,

史

学

第
八
六
巻

第
三
号

六
六
（
二
六
二
）



A
bhandlungen

der
Preußischen

A
kadem

ie
der

W
issenschaf-

ten,
Phil.-

hist.
K

lasse.
N

r.
1,

B
erlin,

1937,
pp.

30

	9

）。
一

九
四
三
年
、
フ
ラ
ン
ツ
・
デ
ル
ガ
ー
が
ス
タ
イ
ン
説
を
支
持
す
る

（Franz
D

ölger,
‘D

er
V

ertrag
von

V
erdum

843.
N

eun
A

ufsätze
zur

B
egründung

der
europäischen

V
ölker-und

Staatenw
elt’,

v.,
T

heodor
M

eyer,
Leipzig

,
1943,

p
.

212.
A

nm
.

14.
E

uropas
G

estaltung
im

Spiegel
der

fränkisch-
byzantinischen

A
useinandersetzung

des
9.Jhdts.

の
名
で

B
yzanz

und
die

europäische
Staatenw

elt,
E

ttal,
1953,

pp
.

282

	369

に
再
録
）。
一
九
五
〇
年
、
こ
の
デ
ル
ガ
ー
の
主
張
に
フ

ラ
ン
ソ
ワ
・
Ｌ
・
ガ
ン
ス
ホ
ー
フ
が
反
論
し
、
論
争
が
展
開
さ
れ
る

（François
L.G

anshof,N
ote

sur
les

origines
byzantines

du
titre

«Patricius
R

om
anorum

».
ガ
ン
ス
ホ
ー
フ
と
デ
ル
ガ
ー
の

論
争
は
、
渡
辺
金
一
「《Patricius

R
om

anorum

》
称
号
の
解
釈
を

め
ぐ
る
論
争
」『
一
橋
叢
書
』
３８
	
１
、
八
三
―
九
〇
頁
に
詳
し
い
）。

一
九
六
〇
年
に
は
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
オ
ー
ン
ゾ
ル
ゲ
が
、
ス
テ
フ
ァ

ヌ
ス
二
世
が
カ
ロ
リ
ン
グ
君
主
に
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」

を
授
与
し
た
動
機
を
分
析
し
、
教
皇
の
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
か
ら
の
離

反
は
彼
の
ア
イ
デ
ィ
ア
と
す
る
論
文
を
発
表（W

erner
O

hnsorge,
D

er
Patricius-T

itel
K

arls
des

G
rossen

,
B

yzantinische
Zeitschrift

53,1960,pp.300

	21

）。
こ
の
主
張
に
ヨ
ゼ
フ
・
ド
ゥ

エ
が
一
九
六
五
年
異
議
を
唱
え
る
（Josef

D
eér,Zum

Patricius-
R

om
anorum

-T
itel

K
arls

des
G

rossen
,

A
rchivum

H
istoriae

Pontificiae
3,

1965,
pp

.
31

	86

﹇
初
出
﹈,Zum

K
aisertum

K
arls

des
G

rossen
,herausgegeben

von
G

unther
W

olf,
W

is-
senschaftliche

B
uchgesellschaft,

D
arm

stadt,
1972,

pp
.

240

	308

）。
ま
た
同
年
、
ペ
ー
タ
ー
・
ク
ラ
ッ
セ
ン
も
カ
ー
ル
大

帝
の
称
号
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
（Peter

C
lassen,K

arl
der

G
rosse,

das
Papsttum

und
B

yzanz
:die

B
egründung

des
K

a-
rolingischen

K
aisertum

s,
B

eiträge
zur

G
eschichte

und
Q

uellenkunde
des

M
ittelalters

9,T
horbecke,1985.

初
出
は

一
九
六
五
年
。
そ
の
後
、
加
筆
修
正
し
再
発
表
）。
そ
し
て
、
も
っ

と
も
包
括
的
に
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
を
扱
っ
た
の
が
ヘ
ル
ヴ

ィ
ッ
ク
・
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
で
あ
る
。
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
期
、
カ
ロ
リ

ン
グ
期
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
以
前
の
東
ゲ
ル
マ
ン
の
王
や
ラ
ン
ゴ

バ
ル
ド
王
に
ま
で
遡
り
そ
の
称
号
を
分
析
し
て
い
る
（H

erw
ig

W
olfram

,Intitulatio
1.

Lateinische
K

önigs-
und

F
ürstentitel

bis
zum

E
nde

des
8.

Jahrhunderts,
M

itteilungen
des

Insti-
tuts

für
österreichische

G
eschichtsforschung

,
H

erm
ann

B
öhlaus

N
achf.,1967

）。
さ
ら
に
、
直
近
の
も
の
と
し
て
イ
ル

ダ
ー
ル
・
ガ
リ
プ
ツ
ァ
ノ
フ
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
カ

ロ
リ
ン
グ
君
主
の
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
を
通
じ
権
威
が
ど
の

よ
う
に
伝
え
ら
れ
た
か
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
（Ildar

H
.

G
aripzanov,

C
hapter

three
:N

om
en

auctoritatis
:C

om
m

u-
nication

of
authority

in
C

arolingian
titles,

T
he

Sym
bolic

Language
of

A
uthority

in
the

C
arolingian

W
orld

（c.
751

	

877

）,B
rill,Leiden-B

oston,2008,pp.101

	56

）。

（
６
）

D
K

ar.
I,pp.1

	478.
（
７
）
八
〇
〇
年
の
皇
帝
戴
冠
以
後
の
も
の
も
含
む
。

（
８
）

D
K

ar.
I,p.V

orrede
IX

.

（
９
）

H
erw

ig
W

olfram
,

Intitulatio
1.

Lateinische
K

önigs-
und

F
ürstentitel

bis
zum

E
nde

des
8.

Jahrhunderts,M
itteilungen

カ
ー
ル
大
帝
に
よ
る
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
称
号
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

六
七
（
二
六
三
）



des
Instituts

für
österreichische

G
eschichtsforschung

,
H

erm
ann

B
öhlaus

N
achf.,

1967,
p

.
210,

B
runo

K
rusch

,
,D

er
karolingische

K
önigstitel‘,

Studien
zur

fränkischen
D

iplom
atik

:D
er

T
itelder

fränkischen
K

önige,A
bhandlun-

gen
der

Preußische
A

kadem
ie

der
W

issenschaften
,

Phil.-
hist.

K
lasse.N

r.1,B
erlin,1937,pp.30

	9,at
p.31.

（
１０
）
証
書
八
四
番
に
は
認
証
者
の
異
な
る
二
つ
の
版
が
存
在
し
、
延

べ
数
で
は
三
二
通
と
な
る
。

（
１１
）

D
K

ar.
I,N

os.115,128,143,175,180.

証
書
一
五
九
番
は

「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
は
あ
る
が
「
神
の
恩
寵
に
よ
る
」

は
な
い
。

（
１２
）

Ildar
H

.
G

aripzanov,
‘C

hapter
three

:N
om

en
auctorita-

tis
:C

om
m

unication
of

authority
in

C
arolingian

titles’,
T

he
Sym

bolic
Language

of
A

uthority
in

the
C

arolingian
W

orld

（c.
751

	877

）,B
rill,Leiden-B

oston,2008,pp.101

	56,at
p.

102.

（
１３
）

R
oger

C
ollins,

C
harlem

agne,
Palgrave

M
acm

illan,
U

K
,

1998,p.62.

（
１４
）

Ildar
H

.G
aripzanov,ibid.,p.102.

（
１５
）

Ibid.,p.122.

（
１６
）

Ibid.,
p.122.

（
１７
）

H
erw

ig
W

olfram
,ibid.,p.235.

（
１８
）

Ildar
H

.G
aripzanov,ibid.,

p.125.

（
１９
）

François
Louis

G
anshof,ibid

.,p.282.

（
２０
）

C
lem

ens
G

antner,
T

he
Label

‘G
reeks‘

in
the

Papal
D

iplom
atic

R
epertoire

in
the

E
ighth

C
entury,

Strategies
of

Identification
:

E
thnicity

and
R

eligion
in

E
arly

M
edieval

E
urope,ed.,W

alter
Pohland

G
erda

H
eydem

ann,
B

repols,
B

elgium
,

2013,pp.303

	49,at
p.306.

（
２１
）

M
aya

M
askarinec,

W
ho

w
ere

the
R

om
ans?

Shifting
Scripts

of
R

om
anness

in
E

arly
M

edieval
Italy,

Post-R
om

an
T

ransitions
:

C
hristian

and
B

arbarian
Identities

in
the

E
arly

M
edieval

W
est,

ed.,
W

alter
Pohl

and
G

erda
H

eyde-
m

ann,B
repols,B

elgium
,2013,pp.297

	363,at
p.353.

（
２２
）

Josef
D

eér,
Zum

Patricius-R
om

anorum
-T

itel
K

arls
des

G
rossen,

A
rchivum

H
istoriae

Pontificiae
3,

1965

（
初
出
）,

Zum
K

aisertum
K

arls
des

G
rossen

,
herausgegeben

von
G

unther
W

olf,
W

issenschaftliche
B

uchgesellschaft,
D

arm
-

stadt,1972,pp.

﹇31

	86

﹈（240

	380

）,at
p.

﹇39/40

﹈（251

）.

（
２３
）

Ibid.,p.

﹇56/57

﹈（272

）.

（
２４
）

F.L.G
anshof,ibid.,p.265.

（
２５
）

Josef
D

eér,ibid.,
pp.

﹇61/62

﹈（278

）	﹇62/63

﹈（279

）,
and

no.108.

（
２６
）

C
harles

D
iehl,

L’A
dm

inistration
B

yzantine
dans

l’E
xar-

chat
de

R
avenne

（568

	751

）,N
ew

Y
ork,

1888

（originally
published

）,p.17.

（
２７
）

Ibid.,p.6.

（
２８
）

T
rans.,W

illiam
D

udley
Foulke,H

istory
ofthe

Lom
bards,

ed.,
E

dw
ard

Peters,
1907,

p.
56,

no.
2

:N
arses

took
the

city
of

R
om

e
largely

through
the

agency
of

D
agisteus

（Procopius,
IV

,
33

）,w
ho

thus
becam

e
the

m
eans

of
the

recovery
of

Italy

（W
aitz

）.T
he

title
‘M

aster
of

soldiers,’

史

学

第
八
六
巻

第
三
号

六
八
（
二
六
四
）



（m
agister

m
ilitum

,

）w
as

given
at

the
tim

e
of

C
onstantine

to
im

portant
m

inisters
of

state,
and

there
w

ere
then

only
eight

of
these

in
the

w
hole

em
pire

（H
odgkin,V

I,539

）;in
the

tim
e

of
T

heoderic,
the

king
alone

（H
artm

ann,
I,

99

）,
and

later,B
alisarius,

the
general-in-chief

of
Justinian,

held
this

im
portant

m
ilitary

office

（id.,
p.258

）.A
fterw

ards
how

-
ever,

the
title

becam
e

cheapened,
the

num
ber

of
m

agistri
m

ilitum
increased,and

at
last

the
rank

becam
e

m
uch

the
sam

e
as

that
of

dux
or

duke

（H
odgkin,V

I,540

）.

（
２９
）

C
harles

D
iehl,ibid

.,p.6,no.5
:Patr.lat.LX

IX
,393.

（
３０
）

B
ernard

B
avant,Le

duché
byzantin

de
R

om
e

:O
rigine,

durée
et

extension
géographique

,
M

élanges
de

l’É
cole

française
de

R
om

e,
M

oyen
-Â

ge,
T

em
ps

m
odernes

91.I,
1979,

pp.41

	88,at
p.78.

（
３１
）

Ludo
M

oritz
H

artm
ann,

U
ntersuchungen

zur
G

eschichte
der

B
yzantinischen

V
erw

altung
in

Italien
（540

	750

）,B
.

Franklin,N
ew

Y
ork,1889,p.28.

（
３２
）

Ingrid
H

eidrich
,

T
itulatur

und
U

rkunden
der

arnulfin-
gischen

H
ausm

eire
,

A
rchiv

für
D

iplom
atik

,
Schrift-

geschichte
,

Siege-
und

W
appenkunde

,
M

ünster/
K

öln

﹇später

﹈K
öln,

G
raz

:B
öhlau,

B
d.

11/12,
1965/1966,

pp.
71

	279,
at

p.
93,

K
arl

Ferdinand
W

erner,
D

es
titres

clés
du

m
onde

franc
:

Patrice
et

m
aior

dom
us

（m
ajordom

e,
puis

m
aire

du
palais

）,N
aissance

de
la

noblesse,
Librairie

A
rthèm

e
Fayard,1998,pp.410

	21,at
p.418.

（
３３
）

K
arlFerdinand

W
erner,ibid

.,pp.410

	21.

（
３４
）

Ingrid
H

eidrich
,

ibid
.,

p.
93,

K
arl

Ferdinand
W

erner,
ibid

.,p.418.

（
３５
）

V
I.

S.
B

onifatii
et

Lulli
E

pistolae,
M

G
H

E
pp.

III,
E

pis-
tolae

m
erow

ingici
et

karolini
aevi,

I,
ed

.,
E

.
D

üm
m

ler,
H

annover,1892,pp.215

	433,at
p.274.

（
３６
）

Ingrid
H

eidrich,ibid
.,p.98.

（
３７
）

M
arios

C
ostam

beys,Pow
er

and
Patronage

in
E

arly
M

e-
dieval

Italy,C
am

bridge
U

niversity
Press,2007,p.2.

（
３８
）

Ingrid
H

eidrich,ibid
.,p.94.

（
３９
）

B
ernard

B
avant,ibid

.,p.47.

（
４０
）

C
harles

D
iehl,

ibid
.,p.27.

（
４１
）

B
ernard

B
avant,ibid

.,p.54.

（
４２
）

Ibid
.,p.62,no.101

:G
régoire

le
G

rand,
E

pistolae
I,

3,
éd.cit.I,p.3

	4,et
II,45,éd.cit.,I,p.144

	146.

（
４３
）

Ibid
.,p.62,no.102

:C
h.

D
iehl,

A
dm

inistration
,

p.
23

	

24,83,et
L.M

.H
artm

ann,U
ntersuchungen

,pp.56

	57.

（
４４
）

Ibid
.,pp.62

	3.

（
４５
）

C
odex

epistolaris
carolinus,

N
os.

8,
11,

21,
28,

29,
32,

36,37,42,44.

（
４６
）

Josef
D

eér,ibid
.,p.

﹇33

﹈（242

）.

（
４７
）

W
erner

O
hnsorge

,
D

er
Patricius-T

itel
K

arls
des

G
rossen,

B
yzantinische

Zeitschrift
53,

1960,
pp.

300

	21,
at

p.304.
（
４８
）

P
.

E
.

Schram
m

:D
as

V
ersprechen

Pippins
und

K
arls

des
G

roßen
für

die
R

öm
ische

K
irche,in

:Z.
R

.
G

.
71,

K
an.

A
bt.

27,
1938,

pp.
180

	217,
at

p.
213,

W
erner

O
hnsorge,

カ
ー
ル
大
帝
に
よ
る
「
ロ
ー
マ
人
の
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
」
称
号
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

六
九
（
二
六
五
）



ibid
.,p.303.

（
４９
）

W
erner

O
hnsorge,

ibid
.,

pp.
303

	4,
Josef

D
eér,

ibid
.,

pp
.

﹇42
/

43

﹈
（255

）	﹇43
/

44

﹈
（256

）,
E

rich
C

aspar,
G

eschichte
des

Papsttum
s

vol.2
,V

erlag
von

J.C
.

B
.

M
ohr

（PaulSiebeck

）,T
übingen,1933,p.335.

（
５０
）

C
odex

epistolaris
carolinus,N

o.12,p.508,l.15

	6.

（
５１
）

Ibid
.,N

o.32,p.539,l.5

	6.

（
５２
）

Ibid.,N
o.52,p.574,l.6

	7,N
o.54,p.577,l.9.

（
５３
）

Liber
Pontificalis

I,
ed.,

D
uchesne,

pp.
444

	6,
H

erw
ig

W
olfram

,ibid
.,p.231,W

erner
O

hnsorge,ibid
.,p.304.

（
５４
）

Franz
D

ölger,
B

yzantinische
Zeitschrift,

B
egründet

von
K

arl
K

rum
bacher,

m
it

U
nterstützung

Zahlreicher
Fach-

genossen
H

erausgegeben,1952,pp.188

	9

�
六
四
二
年
、

ア
ル
メ
ニ
ア
公Sm

bat

の
任
命
に
関
し
、
栄
誉
称
号
の
伝
達
を
皇

帝
コ
ン
ス
タ
ン
ス
二
世
の
代
理
と
し
て
ア
ル
メ
ニ
ア
総
大
司
教

N
erses

が
行
っ
た
。

（
５５
）

F.L.G
anshof,ibid.,p.276.

（
５６
）

H
erw

ig
W

olfram
,ibid

.,p.232.

（
５７
）

Ibid
.,p.232.

（
５８
）

Josef
D

eér,ibid
.,p.

﹇49/50

﹈（263

）.

（
５９
）

Paulus
diaconus

,
H

istoria
langobardorum

,
ed

.,
G

.
W

aitz,
M

G
H

Scriptores
rerum

Langobardicarum
et

Itali-
carum

saec.
V

I

	IX
,H

annover,1878,p.183.

（
６０
）

Josef
D

eér,ibid
.,p.

﹇62/63

﹈（279

）.

（
６１
）
註（
１０
）参
照
。

（
６２
）

D
K

ar.
I,

八
五
、
八
六
番
は
同
一
日
に
発
行
さ
れ
て
い
る
が
、

認
証
者
名
が
あ
る
の
は
八
五
番
の
み
。

（
６３
）

R
osam

ond
M

cK
itterick

,
C

harlem
agne

;
the

F
orm

ation
ofa

E
uropean

Identity,
C

am
bridge

U
niversity

Press,
2008,

p.210.

（
６４
）
ロ
ジ
ャ
ー
・
コ
リ
ン
ズ
は
、
証
書
八
〇
番
の
発
給
日
が
七
七
四

年
六
月
五
日
と
パ
ヴ
ィ
ア
陥
落
の
六
月
七
日
よ
り
も
前
で
あ
る
こ

と
か
ら
、「
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
の
王
」
の
称
号
を
い
ち
早
く
採
用
し

た
最
も
信
頼
の
お
け
る
証
書
は
八
一
番
と
し
て
い
る
�R

oger
C

ollins,
ibid.,pp.61

	2.

（
６５
）

B
ernard

S.
B

achrach
,

C
harlem

agne’s
E

arly
C

am
paigns

（768

	777

）,B
rill,2013,p.274.

（
６６
）

Ibid.,pp.388

	9.

（
６７
）

Ibid
.,p.345.

（
６８
）

M
arios

C
ostam

beys,
ibid

.,
p.

2,
E

duard
H

law
itschka,

F
ranken

,
A

lem
annen

,
B

ayern
und

B
urgunder

in
O

ber-
italien

（774

	962

）,E
berhard

A
lbert,Freiburg,

1960,
p.

19.

（
６９
）

M
arios

C
ostam

beys
,ibid.,p.323,T

hom
as

F.X
.N

oble,
ibid

.,pp.157

	9.

（
７０
）

D
K

ar.
I,

八
五
番
の
認
証
者Lutherius

はH
itherius

、

Frado

はR
ado

、
八
四
	
ｂ
、
九
二
、
九
四
、
九
五
、
一
〇
一
、

一
〇
四
番
のU

uigbaldus

、
九
八
番
のG

uigbald

、
九
九
番
の

G
uigbaldus

、
一
〇
五
番
のW

igbalt

はW
igbaldus

、
ま
た
一

〇
五
番
のH

igherus

と
一
〇
六
番
のH

itterius

はH
itherius

と

考
え
ら
れ
る
。

（
７１
）

R
osam

ond
M

cK
itterick,ibid

.,pp.205

	6.

（
７２
）

D
K

ar.I,N
os.84_b,104,105.

史

学

第
八
六
巻

第
三
号

七
〇
（
二
六
六
）



（
７３
）

H
erw

ig
W

olfram
,

ibid
.,

p.
226,

n.
8

:Sickel,
A

cta
K

a-
rolinorum

1,259.
（
７４
）

D
K

ar.
I,p.77.

（
７５
）

H
erw

ig
W

olfram
,ibid.,p.226.

（
７６
）

D
K

ar.
I,N

os.97,103,106,107.

（
７７
）

D
K

ar.
I,N

os.84_a,_b,
87,

88,
92,

93,
94,

101,
102.

厳

密
に
言
え
ば
、
証
書
八
四
番
は
、
サ
ン
・
ド
ニ
修
道
院
長
フ
ル
ラ

ド
が
建
て
た
附
属
修
道
院
宛
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
サ
ン
・
ド

ニ
修
道
院
宛
て
と
し
て
扱
う
。

（
７８
）
「
ヴ
ェ
ル
ブ
リ
ー
」
は
、
複
写
段
階
で
加
筆
・
修
正
さ
れ
た
も

の
と
み
ら
れ
る
。

（
７９
）
彼
の
所
有
す
る
フ
ラ
ン
ク
の
土
地
の
ど
こ
に
で
も
修
道
院
を
建

て
る
こ
と
が
で
き
、
建
て
ら
れ
た
修
道
院
は
教
皇
直
轄
の
裁
判
権

下
に
置
か
れ
、
い
か
な
る
他
の
司
教
も
こ
れ
ら
を
「
保
護
（dic-

tio

）」
下
に
置
く
こ
と
は
で
き
ず
、
助
祭
や
司
祭
も
修
道
士
に
命

令
で
き
ず
、
修
道
院
長
に
招
か
れ
な
け
れ
ば
ミ
サ
も
あ
げ
ら
れ
な

い
と
い
う
も
の
（B
arbara

H
.

R
osenw

ein
,

A
ssociation

through
E

xem
ption

:
Saint-D

enis,
Salonnes,

and
M

etz,
V

om
K

loster
zum

K
losterverband

.
D

as
W

erkzeug
der

Schriftlichkeit
;A

kten
des

internationalen
K

olloquium
s

des
Projekts

L
2

im
SFB

231

（22.

	23.
Februar

1996

）,
M

ünchen,
1997,

ed.,
H

agen
K

eller,
pp.

68

	87,
at

pp.
70

	

1.

）.

（
８０
）

B
ernard

B
achrach,ibid

.,p.163.

（
８１
）

Ibid.,
p.187.

（
８２
）

Ibid
.,p.431.

（
８３
）

Ibid
.,p.418.

（
８４
）

Ibid
.,pp.423

	4,431.

（
８５
）

Ibid
.,p.455,no.107.

（
８６
）

D
K

ar.
I,N

os.81,97.

（
８７
）

D
K

ar.
I,N

os.98,99.

（
８８
）

D
K

ar.
I,N

os.108,109.

（
８９
）
当
該
期
間
に
発
行
さ
れ
た
三
一
通
の
う
ち
、
修
道
院
ま
た
は
修

道
院
長
以
外
に
宛
て
た
も
の
は
三
通
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
教
会
宛

て
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
二
通
の
教
会
の
実
質
的
所
有
者
は
サ

ン
・
ド
ニ
修
道
院
長
フ
ル
ラ
ド
で
あ
る
。
当
該
期
間
外
の
証
書
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